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第 1 は じめに

本書面では、被告国の令和元年 9月 6日 付準備書面 (17)(以下「準

備書面 (17)」 とい う。)に対す る原告 らの反論 を述べ る。

なお、本書面では、いわゆる新規制基準の一つである「実用発電用

原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」

を「設置許可基準規則」、「実用発電用原子炉及びその付属施設 の位置、

構造及び設備の基準に関する規則の解釈」を「設置許可基準規則の解

釈」、「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査

指針」を「重要度分類審査指針」と、それぞれ略記する。

第 2 電源設備 について (設置許可基準規則 33条 7項 の不合理性 )

1 被告国の主張

(1)被告国は、設置許可基準規則 33条 7項及び同規則の解釈 33

条の 7が 「非常用電源 が必要 となる事態 を具体的に限定 していな

い」 ことは認 めた上で、その理 由 として、 「外部電源喪失 に至 る

原 因がいかなるものであっても、非常用電源 によって、工学的安

全施設及び設計基準事故対処設備 がその機能 を確保できるこ とを

要求す るためである」 と主張す る。

12)ま た、 「外部電源喪失時の非常用電源 の性能について具体 的な

規定を設 けていないのは、具体的に どの よ うな非常用電源設備 が

どの程度必要 となるかは、発電所 ご とに異 なるか らである」 と主

張す る。

13)そ の うえで、 「この よ うに、上記規則及び規則 の解釈が、非常

用電源設備 が必要 となる事態を具体的に限定 してお らず、また、
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その性能について具体的な規定を設 けていないのは、合理釣 な理

由に基づ くものであ り、原告 らの主張は、かかる設置許可基準規

則の趣 旨を正解 しない ものであつて、理 由がない。」 (被告国準

備書面 (17)・ 8頁 の第 2・ l121ア )と 主張す る。

2 設置許可基準規則 33条 7項は、 「多様性」を無視 し、 しか も、

単一故障を前提 とした上で、具体的に非常用電源が必要 とされ る場

合 として 「どの よ うな事態」を想定 してい るのかや、設計基準事故

時等の紺応 に必要な設備 として何 を想定 してい るのか等が文言上全

く不明であ り、合理性 は認 め られ ない こと

位)設 置許可基準規則 33条 7項は 「多様性」の要請 を完全 に無視

した不合理 な規定であること

原告 らは、準備書面 65において、 「設置許可基準規則 33条 7

項及びその解釈 38条 の 7か らは、非常用交流電源が必要 となる事

態が具体的に想定 されていない ことか ら、現実の事故発生時に非常

用電源 に要求 され る具体的性能 な どの詳細 を算定す ることが不可能

であ り、そ もそ も、必要な対策 を立て ることができない」 と主張 し

たが、それは、「設置許可基準規則 33条 7項やその解釈 33条 の

7に は、ただ単に、『非常用電源設備及びその附属設備』が『多重

性又は多様性』 と『独立性』を確保することしか規定されておら

ず、それ以上に、具体的に、非常用電源が必要とされる場合 として

『 どのような事態』を想定しているのかとか、設計基準事故時等の

姑応に『必要な設備 として何を想定しているのか』 といったことが

全 く不明である」 とい うことを理由としている (原 告 ら準備書面 6

5・ 27～ 28買のイの部分 )。

即ち、設置許可基準規則 33条 7項の 「非常用電源設備及びその

附属設備」に対する要請は、その規定上は、「多重性又は多様性を
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確保 し」とい うように、「多重性」 (設 置許可基準規則の第 2条 2

項 17号)か、あるいは、「多様性」 (設置許可基準規則の第 2条

2項 18号)のいずれか一つを選択 して確録すれば足 りるという規

定となってお り、「多重性」の要求を確保するだけでは決 してカバ

ー しきれない極めて重要な役割を担つている「多様性」の要求を、

「非常用電源設備及びその附属設備」が必ず確保 しなければならな

いことまでは、条文上、要求していない。

しかも、設置許可基準規則の解釈 38条 7に も、「多様性」を確

保することについては、一切、言及がない。

以上の通 りであり、設置許可基準規則の第 2条 2項 18号が、

「多様性」の概念について、「同一の機能を有する二以上の系統又

は機器が、想定される環境条件及び運転状態において、これらの構

造、動作原理その他の性質が異なることにより、共通要因 (二以上

の系統又は機器に同時に影響を及ぼすことによりその機能を失わせ

る要因をい う。以下同じ。)又 は従属要因 (単一の原因によつて確実

に系統又は機器に故障を発生させることとなる要因をい う。以下同

じ。)に よつて同時にその機能が損なわれないことをい う。」とい

う重要な意義を与えているにもかかわらず、設置許可基準規則 33

条 7項は、そのような 「多様性」の要請を完全に無視することが出

来る仕組みとなってお り、 しかも、設置許可基準規則の解釈 33条

7も 「多様性」の確保に一切言及 していないのであるから、設置許

可基準規則 33条 7項 は 「多様性」の要請を完全に無視 した不合理

な規定であると言わざるを得ない。

12)設置許可基準規則 33条 7項が、「偶発故障の複数同時発生」を

想定せず、単一故障を前提 としていることの不合理性

次に、設置許可基準規則 33条 7項 は、「その系統を構成する機
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械 又は器 具の単一故障が発生 した場合であって も」というように、

単一故障 を想定 した規定 となってい る。

しか し、 この単一故障の想定に対 しては、原告 らは、準備書面 6

2において、国会事故調 (甲 Al)が 、「十分 に原子炉の安全性が

確保 され て こなかった」 ことの一例 として、「発電用軽水型原子炉

施設 の安全評価 に関す る審査指針 では、安全性 を検討す るために想

定する『事故』を、原因が原子炉施設内にある、いわゆる内部事

象、かつ、機器の単一故障によるものと仮定している。本事故のよ

うな複合災害による多重故障が想定されていない。」 (甲 Al・ 53

7)こ とを指摘 していることを取 り上げて、「偶発故障の複数同時

発生」を想定 していないことの問題点 (不合理性)を指摘 していた

(原告 ら準備書面 6・ 98頁のイ (ア ))。

俗)被告国は、設置許可基準規則 33条 7項の文言を、自らに不都

合な箇所はカントして、短 く述べただけであり、そのような同義

反復で同条項の合理性が基礎づけられる訳がないこと

以上のように、設置許可基準規則 33条 7項が、「多重性又は多

様性」と規定 し、「多様性」を完全に無視 した規定となっているこ

とと、「偶発故障の複数同時発生」を想定せず、単一故障を想定し

て、国会事故調 (甲 Al)の 指摘を完全に無視 した不合理な規定と

なつていることを前提 とした上で、さらに、「具体的に、非常用電

源が必要 とされる場合 として『 どのような事態』を想定しているの

かとか、設計基準事故時等の対応に『必要な設備 として何を想定し

ているのか』 といったことが全 く不明である」とい うことを理由と

して、原告 らは 「設置許可基準規則 33条 7項及びその解釈 33条

の 7か らは、非常用交流電源が必要となる事態が具体的に想定され

ていないことから、現実の事故発生時に非常用電源に要求される具
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体的性能な どの詳細 を算定す ることが不可能であ り、そもそ も、必

要 な封策 を立てることができない」 ことの不合理性 を主張 したので

ある。

ところが、 この主張に紺 し、被告国は、設置許可基準規則 33条

7項が 「多様性」を完全 に無視 していること、及び、同条項が 「偶

発故障の複数 同時発生」 を想定せず、単一故障 しか想定 していない

ことには一切言及 しないまま、ただ単に 「外部電源喪失に至 る原 因

がいかなるものであつて も、非常用電源 に よって、工学的安全施設

及び設計基準事故対処設備 がその機能 を確イ呆できることを要求す る

ためである」 とい うよ うに、設置許可基準規則 33条 7項の文言か

ら 「多重性又は多様性 を確保 し 。・」 とい う部分や 「単一故障が発

生 した場合・・」 とい う部分 をカ ッ トして、同条項の規定内容 を短

く述べただけである。

即 ち、被告国は、設置許可基準規則 33条 7項の文言を、 自らに

不者悟合 な箇所はカ ッ トして、短 く述べただ けであって、それ によっ

て、同条項 は 「合理的な理 由に基づ くもの」であると主張 してい る

のであるが、その よ うな同義反復で同条項 の合理性が基礎づ け られ

る訳がな く、設置許可基準規則 33条 の 7が 不合理であることは、

上に述べた ところか ら明 らかである。

第 3 使用済燃料 (設置許可基準規則 16条 )1こ 関する反論

1 同 1について (使用済み燃料の崩壊熱の危険性 )

は)被告国の主張

被告国は、 「崩壊熱についての被告国の主張は、使用済燃料の貯

蔵施設に係る規制の概要の理解に資するように、その前提として、

使用済燃料の崩壊熱が時間とともに急激に減少 していくことを定量
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的に説明したものであり、誤つた印象を与えるものではない。被告

国の主張は、飽 くまで、使用済燃料が、水による崩壊熱の吸収が間

に合わない程に瞬間的に異常な高温を発することや、対処が間に合

わない程の短期間に使用済燃料貯蔵槽内の水が蒸発 して燃料被覆管

が空気中に露出するようなことは想定 し難いことなどを理解 しても

らうことを目的としていたものである。」と述べ、 「使用済燃料の

崩壊熱が急激に減少するという被告国の主張は誤つた印象を与える

もので不当であるとの原告 らの主張は、被告国の主張の趣旨を正解

しないものであって、理由がない」と主張する (被告国の準備書面

(17)・ 12頁の 1及び同12)ア )。

(2)原 告 らの反論

ア 崩壊熱の怖 さ (0.1%で もかなりの発熱量に相当すること)に

関する国会事故調 (甲 Al)の 指摘内容に姑 し、被告国は全 く

反論できていないこと

しかし、原告 らは、準備書面 65に おいて、崩壊熱の怖 さにつ

いて、国会事故調の指摘を取 り上げて、被告国が、崩壊熱の 「約

7%」 とか 「1%未満」という割合値だけを示 し、それが実は膨

大な発熱量であることには言及 していないことを批判 した。

即ち、国会事故調が、「崩壊熱の発生は、その後時間とともに

低下していく。 10分後には 2%に まで下が り、 100分後には

0。  1°/O、  1 0 HttF日可℃盗イこイま0, 7°/O、  1 日4愛 イこイま0.  5°/0、  1 0

日後には 0。 3%、 100日 後には 0。 1%の ように衰えてい

く」 と述べ た上 で 、「しか し、 の 楢 が 膨 大 で るた)す 1こ 、 071‐

1%と いつても依然かなりの発熱量に相当する。この崩壊熱を除

去 しなければ、崩壊熱の発生源である燃料ペ レットや燃料被覆管

の温度 が上昇 を続 け、溶 融や損

7
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よりも融点の高い炉心を支持するステンレス鋼製の構造物にも同

様の事態が起 こつて しま う。 これ らの現象が状況や段階に応 じ

て、燃料損傷、炉心損傷、炉心溶融 (メ ル トダウン)、 メル トス

ルー と呼ばれてい る。 この場合 、特 に重要なのは原子炉停止直後

の除熱である。 あるいは LOCAと い う事象 についてい うな ら

ば、 ECCSに よる再冠水 を達成す るための迅速な応答 の重要性

で あ るぉ和期 冷去日に失敗 した場 、その後の復 旧が極 めて困難で

複雑 なものになって しま う。第 1、 第 2、 第 3と 、次々 と壁 を突

破 しなが ら、放射性物質の放 出が起 こつて しま うか らである。」

(甲 Al・ 130頁 。下線 は原告 ら訴訟代理人 )と 指摘 しているこ

とを紹介 し、被告国を批判 した (原告 ら準備書面 65・ 35～ 3

6頁 )。

しか し、被告国は、 この国会事故調 の指摘内容 に対 して、一

切、反論 してお らず、反論ができていない。

イ 原子力規制委員会 の委員長就任前 の田中俊一氏が、「原子炉停

止か ら 3日 後 でも 1時間に 8.3ト ンの水 (100℃ )を蒸発

させ るだけの熱 (5.2MW)を 発生」 させ ると、崩壊熱 の危

瞼性 に正面か ら言及 していた内容 に封 し、被告国は全 く反論で

きていない こと

また、原告 らは、準備書面 65に おいて、原子力規制委員会の

委員長 に就任す る前の日中俊一氏の講演資料か ら抜粋 した次の図

(崩 壊熱の時間変化 を表 した もの。 田中俊一 「福 島原発 の現状 に

ついて」・ 4頁 )を紹介 し、図の中に もあるよ うに、 日中俊一氏

が、「原子炉停止か ら 3日 後で も 1時間に 8.3ト ンの水 (10

0℃ )を蒸発 させ るだけの熱 (5.2MW)を 発生」 させ るとい

うよ うに、崩壊熱 の危険性 について正面か ら具体的に言及 してい

8



た こ とに触 れ 、そ の危 険性 を指摘 した (原 告 ら準備 書 面 65。 3

6～ 37買 )。

しか し、被 告 国は、 この 田中俊 一 氏 の指摘 内容 に対 して も、一

切、反論しておらず、反論ができていない。

原子炉の崩壊熱

奪
Ｅ
）
議
螂
墨
●
唾
引

4E+02

lE+01

lE手00

原子炉停止から3日 後でも1時

間に3.3tonの 水(100℃ )を蒸発
させるだけの熱(5.2Mヽ勒を発生

24       48       72       96       120      144

炉停止後の時間 (時 )

原子炉停止からの全炉心崩壊熱の時間変化

(福島第一原子力発電所1号機)

崩壊熱′炉出力
停止直後 5～7%
1日後  0.3～ 0.5%
10日後  ～0.2%

168 1920

ウ 被告国の反論は、一刻を争 う重要な場面に関して、 「瞬間的

1こ 」。「短期間に」とか、「瞬時に」。「相当程度の時間は」とい う

具体的な数値を示 さない曖味な表現に終始 してお り、反論たり

得ていないこと

ところが、被告国は、「被告国の主張は、飽くまで、使用済燃料

が、水による崩壊熱の吸収が間に合わない程に瞬間的に異常な高

温 を発す るこ とや、対処が間に合 わない程の短期間に使用

9
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貯蔵槽 内の水が蒸発 して燃料被覆管が空気 中に露 出す るよ うなこ

とは想定 し難い ことな どを理解 して もらうこ とを 目的 としていた

ものである」とし、「この点、使用済燃料の崩壊熱 は、時間の経過

によって急激 に低下す るものであるため、原子炉 の停止か ら数 日

経過 した後 に炉心か ら使用済燃料貯蔵槽 に移動 され る使用済燃料

の崩壊熱 は、運転時 と比べて か な り河ヽ さい状 態 に あ り、使用済

燃料貯蔵槽 の冷却設備 が停止す るな どした場合であって も、使用

済燃料 の崩壊熱 によって使用済燃料貯蔵槽 内の水 が瞬時に蒸発 し

てな くなるとい うことはな く、む しろ冷却設備 が機能 しな くても

相 当程度 の時間は使用済燃料貯蔵槽 の冠水状態が維持 され るので

ある。」とい うよ うに、一刻 を争 う重要な場面 に関 して、「瞬問的

に」。「短期間に」とか、「瞬時に」。「相当程度 の時間は」とい うよ

うに、具体的な数値 を全 く示 さない曖味な表現 を使 って反論 して

いる (被告国の準備書面 (17)・ 12～ 13頁 のア。下線 は原告

ら訴訟代理人 )。

しか も、同様 の表現は、被告国の準備書面 (17)・ 15買 の

「使用済燃料貯蔵槽 において、冷却設備等の機能 が停止 しても、

相 当程度 の時間は使用済燃料貯蔵槽 の冠水状態が維持 され る。」

とか、被告国の準備書面 (17)・ 20～ 21頁の「崩壊熱は時間

の経過によって急激に低下するものであるため、原子炉の停止か

ら数 日経過 した後に炉心から使用済燃料貯蔵槽に移動される使用

済燃料の崩壊熱はかなり小 さい状態であることから、使用済燃料

貯蔵槽 の伶却設備 が停止す るな どした場合で あって も、使用済燃

料 の崩壊熱 によつて使用済燃料貯蔵槽 内の水 が瞬時に蒸発 してな

くなるとい うことはな く、む しろ冷却設備 が機能 しな くて も相 当

済燃料貯蔵槽 の冠水状態が維持 され る。 したが程度 の時間は使用
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つて、使用済燃料貯蔵槽 の冠水状態が維持 され な くな り人が近づ

くこ とができな くなる事態 も想定 し難い。」 とい う記載で もみ ら

れ る。

以上の通 り、被告国の反論 は、一刻 を争 うヽ重要な場面に関 して、

「瞬 間的に」。「短期間に」 とか、「瞬時に」。「本目当程度の時間は」

とい うよ うに、具体的な数値 を全 く示 さない曖味な表現に終始 し

てお り、反論た り得ていない。

被 告国が、 このよ うな曖味な表現でごまかす のではなく、原告

らの主張に正面か ら反論す るのであれば、「原子炉停止か らの全炉

心崩壊熱時間変化」を示 した 田中俊一氏の上記図の よ うに、実証

デー タを証拠 として提示 した上で、具体的な数値で反論すべ きで

ある。

工 原告 らは、全電源喪失状態 (SBO)時 を問題 に しているの

に対 し、被告国は、定期点検 中に 「重大事故 に至 るおそれがあ

る事故」が起きた場合等 の 「数値 の低い (問題 がない よ うにみ

える)デー タで反論 してお り、極 めて不 当であること

(ア)被告 国の反論内容

使用済燃料の崩壊熱 に関す る被告国の反論 には、上記 ウの

「瞬時に」。「本目当程度の時間は」 といった 「具体的な数値 を示

さない曖味な表現」 とい う問題 の他に、 も う一つ、「問題場面

のす り替 え」 とい う問題 がある。

即ち、被告国は、「また、原告 らは、原子炉停止か ら 3日 後

で も 1時間に 8.3ト ンの水 を蒸発 させ るだけの崩壊熱が発生

す るとした上で被告国の主張が不当であるとす るが、実際に、

川 内原子力発電所において、上記の冷却設備や補給水設備 の機

能 が停止 した場合、同 1号炉においては、炉心か ら使用済燃料
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を取 り出した直後で、崩壊熱が高い状態 となっている定期点検

空であ′つても (乙 口第 173号証 「28-2」 )、 使用済燃料貯

蔵槽の設備の機能停止から沸騰まで約 14時間掛かり、使用済

燃料貯蔵槽の水位が 3.3m以 上低下 し、水位が遮断設計基準値

(放射線の遮断が維持される水位)以下となるのに、更に約 1.

8日 間掛かると評価 されている。 さらに、川内発電所 2号炉に

おいても、上記 と同様の前晃の定期点検中であつても、使用済

燃料貯蔵槽の設備の機能停止から沸騰まで約 14時間掛か り、

使用済燃料貯蔵槽の水位が 3.3m以上低下し、水位が遮断設計

基準値 (放射線の遮断が維持される水位)以下となるのに、更に

約 1.8日 間掛かると評価されている。このように、川内原子

力発電所では、使用済燃料貯蔵槽内のみ却設備等が機能停止 し

たとしても、遮断設計基準水位以下まで水位が低下するのに、

最短で約 2.4日 を要するとされているのである(乙 口第 173

号 証 「 28-41 了バ 「 28-5 」 と主張 して、 「原告 らのIⅢ

主張は、崩壊熱による 1時間当た りの水の蒸発量のみを挙げ、

実際の使用済燃料貯蔵槽内の水量を想定 しないもので、不当と

い うほかない。」と反論 している (被告国の準備書面 (1

7)・ 13頁のイ。下線は原告 ら訴訟代理人)。

(イ)被告国が証拠で指摘 しているのは「点検中」のデータと、

「重大事故に至るおそれがある事故」の 「想定事故 1」 のデー

タの 2ケースであること

しかし、被告国が上記 (ア)の反論中で取 り上げている証拠は

被告九州電力の乙口第 173号証の 「28-2」 並びに乙口第

173号証の 「28-4」 及び 「28-5」 である。

まず、乙口第 173号 証の「28-2」 は、 「①定検 (定期
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点検)中」における「使用済燃料ピントの水位低下時間評価」

のデータである。

次に、乙口第 173号 証の 「28-4」 及び 「28-5」 は、

「想定事故 1(使用済燃料ピット冷却系及び補給系の故障)」

を仮定した場合における「使用済燃料ピットの水位低下及び遮

へいに関する評価について」という資料であり、 「28-5」

の13)に は下記の 「算定結果」が示されている。

なお、 「想定事故 1(使用済燃料 ピット冷却系及び補給系の

故障)」 とい うのは、設置許可基準規則 37条 3項の 「重大事

故に至るおそれがある事故が発生 した場合」に関して、設置許

可基準規則の解釈 37条 3-1に おいて、 「使用済燃料貯蔵槽

内に貯蔵されている燃料の著しい損傷に至る可能性があると想

定する」想定事故の うち、同(a)が 「想定事故 1」 として定め

る「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失すること

により、使用済燃料貯蔵槽内の水の温度が上昇し、蒸発により

水位が低下する事故」をいう。
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28 使用済燃料 とッ トの水位イIと 下及びれへいに関す る評l』〕について (5/イ 15)

の 沸騰鵬始から遠へい設計と準に以下の水位となる時間

水位機下時閣EEと =
ビットス

`E下
工 rぬ張X水密度渫こkE/m'こ x ンタルピ【kご/kg,一 亀れ末姦ン,ルビ[kご/k資1)

僕用芦撫料ビット購負残鰤 i X 10'X8600x24

上 濡いて以下の条件にて算定した。
※水密度,こ ついてな、晟虜が100℃のととのE虞會鳩いて孵儀

添W″初翔嘉僕は建嶺中t砲℃、とな■転中を3,Cと する。

(3〉 算定結果

定機中 選韓彗転時

ナ鴫内 1号炉

① 冷却崚鶯停止から沸段求での時脇 〔hユ 後14βl爵 働20時爾

④ 沸麟耐始から逮へい設計基準饉以下の水位となる時醗 【震I 紳1.8居 的30働

代脅注水開始までの時爾的余裕 O+②  〔臓】 約2.4置 拗41段

'峰

内2曇炒
~

○ 冷却儀籠停止から沸麟
=で

の時蘭 ChI わ14時議 約28時閣

② 力鵬開n,から進へい機静基準佐以下の水位となる時磁 〔霞】 約18風 約3.1日

代静差水開始去での時門的森構 ①キ④ 【日】 約2,4日 彿42E

(4〉 まとめ
使用療燃料ピットの冷差観機繊停止から遠へい設計基準水f芝以下までビット水が蒸発するのに、最短て抽24日

を工する。
28-5

(ウ)被告 国が 「最短で約 2.4日 を要す る」 としてい るのは 「重

大事故 に至 るおそれがある事故」の場合 を前提 とし、 しかも、

「通常運転時」ではな く 「定検 中」のデータであること

この 「算定結果」をみ ると、被告国が、 「川 内原子力発電所

では、使用済燃料貯蔵槽 内の冷却設備等が機能停止 した として

も、遮 断設計基準水位以下まで水位 が低下す るのに、最短で約

2.4日 を要す るとされてい る」 と述べているのは、 1号炉で

あれ、 2号炉であれ、 「想定事故 1(使用済燃料 ピッ ト冷却系

及び補給系の故障)」 が 「定検 中」に起 きた場合 のデー タであ

り、同 じ「想定事故 1」 が 「通常運転時」に起 きれ ば、 「遮断

設計基準水位以下まで水位 が低 下す る」には、 「約 4.1日 」

ない し 「約 4.2日 」が必要 となる。

14

ビットネ丘 〔船強 ビット水ほ下
=〔

静a】 使用済燃再ピット艤負務 〔語Pと

定機中
'940,S

64S 8 患BtC
川内1号炉

患常工転中 1019 6 (B監・′卜〉 割81(8と・ッけ 3346(B七・ゥ‖276勘
定機中 Ⅲ823 7 61≠.0 B489

川内 ぞ号癖
通お理稽中

'086(Aと

',Ⅲ 〉 期 6(At・ ″}〉 30モe(Aヒ・″Ⅲ2.400颯 W)



(工)原告 らは、新規制基準が福 島第一原発事故の教訓 を踏 まえた

合理性 のあるものか どうかに関 して、原子炉緊急停止 (ス クラ

ム)後の崩壊熱 を問題 に してい るのに対 し、被告国は、「定検

中」のデー タで反論 してお り、不 当であること

被告 国は、原告 らが、 「原子炉停止か ら 3日 後で も 1時間に

8.3ト ンの水 (100℃ )を蒸発 させ るだけの熱 (5。 2M

W)を 発生」 させ るとい う田中俊一氏の指摘 を取 り上げた こと

か ら、 これ に対抗す るために、「3日 後」 よ りも短い 日数 のデ

ー タ として、 「使用済燃料 ピッ ト冷却系及び補給系の故障」 と

い う「想定事故 1」 の場合 にお けるデータであ り、 しか も、そ

れ は 「通常運転 中」の 「約 4.1日 」ではな く、 「定検 中」に

起 きた場合 のデータである 「約 2.4日 」を持 ち出 してきたも

の と解 され る。

しか し、原発 の事故は、設計事故 (DBA)で あれ、設計外

事故 (B一 DBA。 過酷事故)で あれ、 「必ず定期点検 中に起

きる」 とい うものではな く、実際、福 島第一原発事故では、 4

号機 だ けが定期点検 中であ り、 1号機 か ら 3号機 は通常運転中

であつた。

原告 らは、国会事故調 (甲 Al)の 指摘 を紹介す るな どし

て、新規制基準が果た して福 島第一原発事故の教訓 を踏 まえた

合理性 のあるものになつてい るか どうかを議論す る中で、準備

書面 65の 該 当箇所 においては、原子炉緊急停止 (ス クラム )

後の崩壊熱 の危険性 を問題 に してい るのに対 し、被告国は、そ

れ よ りも事故態様の軽い 「想定事故 1」 (重大事故 に至 るおそ

れがある事故)の場合のデー タで、 しか も、 「通常運転 中」の

「約 4.1日 」を取 り上げるのではな く、 「定検 中」の 「約 2.
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4日 」とい う、いわば 「数値の低い」 (問 題がないようにみえ

る)値のデータで反論 してお り、いわば 「問題場面のす り替

え」をしてお り、極めて不当である。

2 同 2に ついて (使用済燃料貯蔵槽のあり方等)

(1)使用済燃料貯蔵槽の冠水状態が維持される「相当程度の時間」

とは具体的な数値 (時間)が不明であること

ア 被告国の主張

被告国は、 「使用済燃料貯蔵槽において、冷却設備等の機能が

停止 しても、相当程度の時間は使用済燃料貯蔵槽の冠水状態が維

持される。」と主張する (被告国の準備書面 (17)・ 15頁の

イ。下線は原告 ら訴訟代理人)。

イ 被告国の主張は、「相当程度の時間は」とい う具体的な数値を

示 さない曖味な主張をしてお り、反論た り得ていないこと

前述 したように、一刻を争 う重要な場面に関して、 「相当程度

の時間は」とい う具体的な数値を示さない曖味な表現を使って反

論 してお り、反論た り得ていない。

被告国が、このような概念の内包が分からない曖味な表現でご

まかすのではなく、原告 らの主張に正面から反論するのであれ

ば、「原子炉停止からの全炉心崩壊熱時間変化」を示 した田中俊

一氏の上記 l12)イ の図のように、実証データを証拠 として提示 し

た上で、具体的な数値で反論すべきである。

12)各種重大事故紺策は使用済燃料の冠水状態維持には不十分であ

ること

ア 被告国の主張

「被告国準備書面 (4)第 2の 1(2)ウ (29及び 30ページ)で

述べたとお り、設置許可基準規則は、福島第一事故において、使
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用済燃料の貯蔵施設 の補給水系が機能喪失 した場合 の代替手段が

用意 されていなかった こ とを教訓 として、わ却機能等の喪失によ

る水位 の低下を想定 した外部電源 に依存 しない代替注水設備 (同

規則 54条 1項、同規則 の解釈 54条の 2〔 乙 口第 169号 証 1

14ページ〕)や、大量の水 の漏洩等によ り著 しく水位 が低下 し

た場合 を想定 した、同 じく外部電源に依存 しない可搬型スプ レイ

設備 (同規則 54条 2項、同規則の解釈 54条 の 3〔 乙口第 16

9号証 114及 び 115ペ ー ジ〕)を配備す ることや、水位低下

な どによっても臨界 とな らない設計 とす ること (同 規則 54条 2

項)を 要求す るな ど、各種重大事故対策 を規定 している。」 (被

告 国の準備書面 (17)・ 15頁のイ)と 主張す る。

イ 各種重大事故封策 は使 用済燃料の冠水状態維持 には不十分で

あること

被告国の主張は、新規制基準が定めてい る重大事故封策 を紹介

したに過 ぎず、原告 ら準備書面 65の 主張に封す る反論 とはなっ

ていメ委い。

そ もそ も、被告国は、原告 ら準備書面 65の 39頁 か ら47頁

を反論対象 とした上で、 「原告 らの主張は判然 としないが、水位

の低 下な どによつて冠水状態が縦持できな くなった場合 を想定 し

た対策が不十分である と主張す るもの と思われ る。」 (被告国の

準備書面 (17)・ 14頁 の 2(1))と してい る。

しか し、原告 ら準備書面 65の 上記箇所 は、 「2 福島第一原

発事故の教訓をふまえて、使用済み燃料 の冠水状態が維持できな

い事態 も生 じ得 ることも想定すべきであること」 とい う項 目で、

使用済燃料 (崩壊熱)の危険性 に関 して国会事故調や 田中俊一氏

の指摘 を紹介 したもので あ り、そのま とめ として、 「福島第一原
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発事故 において生 じるおそれがあった使用済み燃料の冠水状態が

維持できない事態、及び これによ り生 じるおそれがあった壊滅的

な被害に鑑みれ ば、使用済み燃料 の冠水状態が維持できない事態

も生 じ得 ることも想定 した合理的な姑策 も、すべて、規制上要求

され るべ きである。」 とした上で、「そ こで、以下では、 これ らの

点に関 して、具体的に検討 してい く。」 (原告 ら準備書面 65・ 4

7頁 のP)の 最後 )と 述べているのであって、原告 らが新規制基準

の使用済燃料対策の内容 は不合理である として、その不合理性 の

内容 を具体的に指摘 した部分は、その次 の 「3 国会事故調が指

摘 した技術的問題 に関す る検討」 (同・ 47～ 50買 )、 「4 原

子力学会の 5つ の提言 とそれ らの検討」 (同 ・ 50～ 54頁 )、

「5 使用済み燃料 を堅固な施設 によ り囲い込む必要性 につい

て」 (同 ・ 54～ 59頁 )、
「6 使用済み燃料の貯蔵施設 の耐震

重要度分類 について」 (同 ・ 54～ 59頁 )の 4項 目においてで

ある。

ところが、被告国が、「3 国会事故調 が指摘 した技術 的問題

に関す る検討」 (同 。47～ 50買 )に対す る反論 として取 り上

げてい るのは、「使用済燃料の市松模様状の配置」についてだけ

である (被告国の準備書面 (17)・ 16買 の 3)。

即ち、原告 らが 「3 国会事故調が指摘 した技術的問題 に関す

る検討」 (同・ 47～ 50買 )及び 「4 原子力学会の 5つ の提

言 とそれ らの検討」 (同・ 50～ 54頁 )において指摘 した下記

の諸点については、全 く反論がな されていない。

この ことは、新規制基準が、原告 らが指摘す る各事項 について

全 く対策 を講 じていない とい うことであ り、即ち、新規制基準の

不合理性が示 されてい る箇所である。
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ウ 新規制基準の不合理性が示 されてい る箇所 について

(ア)国会事故調 が指摘 した技術的問題 (甲 Al・ 160頁 )への

対応が出来ていない箇所 (下記 の番号 は準備書面 65・ 47～

48頁 の番号 を引用 )

① 使用済み燃料プールに水位計がなく、テレビカメラによ

る状況確認もできなかったこと

新規制基準は、外部電源が利用できない場合においても、

使用済み燃料プールの温度、水位等の状態を示す事項を監視

することができるものとすることを要求 しているが、使用済

み燃料プールの計装系の安全重要度分類及び耐震重要度分

類は、最低クラスに据え置かれたままとなっている。

このことは、基準地震動以下の地震動により使用済み燃料

プールの計装系が機能喪失 し、使用済み燃料プールの温度、

水位、放射線 レベル等の状態を把握することすらできなくな

る事態が生 じることを意味する。

福井地裁 2015年 4月 14日 高浜原発 3・ 4号機運転差

止仮処分決定・44～ 45頁 も、事故時の事態の把握の困難

性から、使用済み燃料プールの計測装置が Sク ラスであるこ

とが必要だとし、使用済み燃料プールの計測装置の耐震クラ

スをCク ラスとしている新規制基準は緩やかにすぎ、合理性

を欠 くと判示 している。

④ ジル コニウム火災の現象に関する実験など過去の知見が

充実 してお らず、現実的な推測を行 うための解析ツール も

整っていなかったこと

この点については、福島第一原発事故の後においても、ジ

ルコニウム火災の現象に関する実験など過去の知見が充実
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してお らず、現実的な推測を行 うための解析ツールも整つて

いないとい う状況に何 ら変わりはない。

⑤ 米国では既に運用 されていた高熱量の使用済み燃料の市

松模様配列が、わが国ではまだ検討さえ始まっておらず、そ

の結果、高熱量の使用済み燃料が局所的に集中して配列さ

れていた可能性が認識 されていたこと

この点に関しては、被告国の反論を踏まえて、次の 3で述

べる。

⑥ 米国では既に運用されていた「B.5,b」 への対策が、わが

国ではいまだ検討 さえ始まっておらず、使用済み燃料プー

ルを外部水源で冷却する設備が設置されていなかつたこと

新規制基準は、代替注水設備 として、可搬型代替注水設備

を配備することなどにより、使用済み燃料の冠水状態を維持

することを要求 している (被告国も、準備書面 (17)・ 1

5頁のイで言及 している。)。

しかし、このような可搬型設備の配備 も、安全性を向上さ

せるものではあるが、人為的な作業を伴 うため、不確実性が

高い。

人為的な作業の不確実性が明らかになった福島第一原発

事故の教訓を踏まえれば、使用済み燃料プールを外部水源で

冷却する可搬型設備 とともに、人為的な作業を伴わない「恒

設設備」の設置も要求すべきであるが、この点に関しては、

被告国は何も反論 していない。

(イ)原子力学会の 5つの提言への対応が出来ていない箇所 (下記

の番号は準備書面 65・ 51頁の番号を引用 )

① 使用済燃料プールに封するAM(ア クシデン トマネジメ
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ン ト)を見直す。具体的には、電源喪失直後に、消防車によ

る注水ができるように準備する、プールのある運転床にあ

る消火栓から注水ができるように準備する、あらかじめフ

レキシブルホースなどを設置 して地上からの注水が容易に

なるようにしておくことなどが考えられる。

② 電源喪失 しても予備電源などで燃料プール温度及び漏洩

監視モニターを監視できるように電源を準備する。

この提言①及び②については、新規制基準によって一応の

要求があるものの、問題が解消されていないことは、前記 (ア )

の①及び⑥記載のとお りである。

③ 使用済燃料プールの自然循環冷却システムを導入する。

電源が無くても崩壊熱除去が可能となる。

この提言③については、原子力学会が「中期」の提言とし

てお り、新規制基準もこれを要求していないが、しかし、福

島第一原発事故で明らかになった使用済み燃料の冷却の重

要性に鑑みれば、自然循環冷却システムの導入を先送 りにす

ることに合理性はない。

田中俊一氏が、福島第一原発事故の発生当初において、「水

の補給ができても、SFプールの水は、循環・冷却を継続す

ることが必要であり、本来のシステムを復旧させることが必

要である」(田 中俊―「福島原発の現状について」・ 7頁 )と

述べていたことからしても、自然循環冷却システムの導入が

規制上要求されるべきであるが、この点に関して、被告国は、

何も反論 していない。

④ 空冷の中間貯蔵設備を導入する。

この提言④については、米国、ドイツ等の主要国では、ド
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ライキャスク (乾式貯蔵)を 志 向す る国が多い (電気新 聞 2

016年 10月 21日 付記事)と ころ、 田中委員長 も、「実

は、玄海が リラッキングの要求が一応 出ていますけれ ども、

私は基本的に、も うリラッキングなんてい う考 え方はや め る

べきで、ドライキャスクに保管 していく方がより安全だとい

う、これ は世界 的 に ぅヽそ うい うのが普通 になっているんです

ね」 (平成 27年 度第 54回原子力規制委員会臨時会議議事

録・ 20頁。下線 は原告 ら訴訟代理人)と 述べてい る。

それ にもかかわ らず、新規制基準は、リラッキング (使用

済み燃料プール 内で核燃料 を貯蔵す るラ ックの間隔 を狭 く

して収納密度 を高めること)を認 めてい る。

日本 の原発 の使用済み燃料プール においては、プール の共

用化、リラッキング等が多 く行 われてい る (電気事業連合会

「使用済燃料貯蔵対策 の取組強化 について」・5頁 )と ころ、

エ ドウィン・ライマ ン氏は、高密度 の使用済み燃料プール の

危険性及び乾式貯蔵 の必要性 を指摘 している (原告 ら準備 書

面 65・ 52～ 53買 参照 )。

各サイ トの使用済み燃料 の管理容量 が限界 に近付いてい

る中 (電気事業連合会「使用済燃料貯蔵姑策の取組強化 につ

いて」・ 8買 )、 使用済み燃料プール の管理容量を減 らす ので

はな く、単に空 き本量 を増やす ために、乾式貯蔵 を導入す る

ことや、乾式貯蔵 の規制を緩和す ることは、安全性 を向上 さ

せ るものではな く、妥 当でない (甲 A227・ 158頁 )。

工  ま とめ

被告国は、 「設置許可基準規則 は、使用済燃料貯蔵槽 内の水位

の低 下な どによつて、冠水状態が維持できな くなった場合 を想 定
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した上で多層的な防護を要求しているのであつて、原告らの主張

は、かかる設置許可基準規則を正解 しないもので、理由がないと

い うべきである。」 (被告国の準備書面 (17)・ 16頁のオ)と

主張するが、前述 したように、被告国の主張は新規制基準が定め

ている重大事故対策を紹介 したに過ぎず、原告 ら準備書面 65の

主張に対する反論 とはなっていない。

即ち、上記ウで述べた諸点が、新規制基準が対策を講じていな

い点 (福 島第一原発事故の教訓を踏まえていない点)で あり、即

ち、新規制基準の不合理性が示されている箇所である。

3 同 3について (使用済燃料の市松模様状の配置 )

位)被告国の主張

被告国は、 「使用済燃料の貯蔵方式や配置等の具体策について、

特段の要求をしないことは何 ら不合理ではない」と主張する (被告

国の準備書面 (17)。 16頁の 3)。

そ して、福島第一原発事故を踏まえて国会事故調が指摘 した技術

的問題点のうちの一つである使用済燃料の市松模様状の配置につい

て、 「崩壊熱の管理を達成する方法は、市松模様状の配置とい う

『方法』に限られるわけではなく、申請者の不断の検討や研究によ

つて様々な『方法』が考えられる」から、 「かかる『設備』や『方

法』を単一のものに限定すべきとする原告 らの主張には、理由がな

い。」と主張する (被告国の準備書面 (17)・ 17頁の121)。

12)原告らの反論

ア 使用済燃料の市松模様状の配置の合理性について

しかしながら、市松模様状の配置の早急な導入については、N

RC(米 国の原子力規制委員会)の命令 「B.5,b」 は、使用済み燃

料の使用済み燃料プールにおける燃料配置について、崩壊熱の高
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い新 しい使用済み燃料 と古い使用済み燃料の配置を市松模様状に

配置することを要求しているところ、福島第一原発 4号機では、

そのような運用がなされていなかったことから、壊滅的な被害が

生 じるとい う悲観的観測がなされ、国会事故調が、この市松模様

状の配置の早急な導入を提言 したのである (甲 Al・ 120頁 )。

イ 設置許可基準規則 16条 2項 2号 口の規定の内容

これに対 し、被告国は、使用済燃料貯蔵施設 (乾式キャスクを除

く。)に対 して、「貯蔵された使用済燃料が崩壊熱により溶融 しな

いものであ」ることを要求する設置許可基準規則 16条 2項 2号

口の規定は、特定の『設備』や『方式』を指定して要求するのでは

なく、満たすべき『性能』を規定 して規制として要求するとい う、

性能要求による規制を採用するものであるが、 「これは、規制基

準を満たすための具体策は、申請者が施設の特性に応 じて検討、

選択することとし、申請者の判断によつて常に最適の安全対策が

立案 されることを促進する目的から採 られている規制方法であり

(略 )、 合理的なものである」と主張する (被告国の準備書面 (1

7)・ 17買の(2)ア )。

ウ 本件に関する被告国の態度

しかし、前述 したように、使用済み燃料の使用済み燃料プール

における燃料配置について、崩壊熱の高い新 しい使用済み燃料 と

古い使用済み燃料の配置を市松模様状に配置することは、①NR

C(米国の原子力規制委員会)が命令 「B.5。 b」 で要求 しているも

のであり、しかも、②わが国でも、福島第一原発をふまえて、国会

事故調が、市松模様状の配置の早急な導入を提言 しているもので

ある。

それにもかかわらず、被告国は、一方で、「使用済燃料を市松模
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様状の配置にすることは、これを防ぐ 1つ の『方法』である可能

性がある」 (下線は原告ら訴訟代理人)と いうように、何の理由も

述べないまま「1つ の『方法』歪ある可能性がある」とい う低い評

価 しか与えていない。

他方で、 「崩壊熱の管理を達成する方法は、市松模様状の配置

とい う『方法』に限られるわけではなく、申請者の不断の検討や

研究によつて様々な『方法』が考えられるのである」とか、「申請

者の判断によって最適の『性能』を有する安全対策が立案 される

ことを促進することとしている」などと、原発事業者に対 して全

幅の信頼をおいているかのような主張をしている (被告国の準備

書面 (17)・ 17頁の121イ )。

工  「方法」を原発事業に委ねる設置許可基準規則 16条 2項 2号

口の規定では、規制がなし崩 しとなりかねないこと

しかし、最近でも、東京電力の柏崎刈羽原発において、 202

1年 3月 16日 には、核物質防護設備の一部機能が停止 し、不正

侵入を検知できなかつた恐れが発覚 したが、更にその後、同社の

社員が同僚の IDカ ー ドを不正利用 して中央制御室に立ち入つた

ほか、完了と発表 した安全対策工事が一部で未完だったことが立

て続けに判明するなど不祥事が相次いでいるのであって、原発の

安全利用を確保するために、わが国の原発事業者を厳格に規制 し

なければならない側の規制委員会が、その規制の 「内容」を具体

的に定めることをせず、「申請者の判断によつて最適の『性能』を

有する安全紺策が立案されることを促進することとしている」と

いうように、原発事業者の判断に委ねるのでは、規制がなし崩 し、

となりかねない。

オ 使用済み燃料の市松模様状の配置は、新たな設備を設置するこ
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とな しに実行可能 な対策であるにもかかわ らず、これ を原発事業

者 に要求せず、逆 に、その不採用 を許す 「性能要求」を採用 した

設置許 可基準規則 16条 2項 2号 口の規定 は不合理であること

以上では、被告 国が、使用済み燃料の市松模様状の配置 を取 り

上げた ことか ら、それ に即 した反論 を してきたが、そ もそ も、前

述 した よ うに、新規制基準は、NRC(米 国の原子力規制委員会 )

の規制や 国会事故調 の提言の殆 どを採用 していない。

即ち、NRC(米 国の原子力規制委員会 )の命令「B.5.b」 では、

「使用済み燃料プール の破損 に備 えた外部注水 ライ ンの敷設や、

仮 にプール を冠水 できない場合 であって もスプ レイによつて使用

済燃料 を冷去,す るよ うに求 めるな ど、原子炉のシ ビアアクシデ ン

トに対 してのみな らず、施設全体 に対 して高い レベルの安全対策

を求めてい る」 (甲 Al・ 119買 )。

ところが、 「福 島第一原発 な ど日本の原子力発電所ではそ うし

た姑策 は とられてお らず、今回の事故で、例 えば同原発 4号機 の

使用済み燃料 プールは、爆発 に よる損壊 の規模 が さらに著 しいな

どの状況 によつては、冷却水が保持できず 、危 [父 な状況 となった

可能性がある」ことか ら、国会事故調は、「したがってわが国にお

いて も、福 島第一原発 は もちろんの こと、すべて原子力発電所で

は早急 に B.5。 bで指示 されてい る対策の導入 を検討すべ きである」

と説 き、次の よ うな、NRC(米 国の原子力規制委員会)の命令

「B.5.b」 の具体的な封応 を紹介 している (甲 Al・ 120頁 )。

【フェーズ 1】

使用済み燃料プール にお ける燃料配置について、崩壊熱の高い

新 しい使用済み燃料 と、古い使用済み燃料 の配置 を市松模様状に

配置す る
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【フェーズ 2】

使用済み燃料プールヘの電源を必要としない外部注水、及びス

プレイラインを敷設する

【フェーズ 3】

原子炉隔離時冷却系 (RCIC)が 直流電源の喪失によつて使用不能

となった場合には、現場でマニュアル操作により起動する

国会事故調は、上記フェーズ 1～ 3を紹介 した後、 「本事故の

直後においては、全電源喪失によつて中央制御室での操作や監視

が不能になり、未経験の作業が発生して姑応に時間がかかつたと

の指摘がある。B.5,bを 実践することにより、将来の事故対応能

力が強化 されるものと考えられる。」 (甲 Al。 120頁 )と 指

摘 しているのである。

このように、NRC(米 国の原子力規制委員会)の 「B.5.b」 や

国会事故調の提言はいろいろあるが、その中でも、使用済み燃料

の市松模様状の配置とい うのは、新たな設備を設置することなし

に実行可能な対策であるにもかかわらず、これを原発事業者に要

求 しないで、逆に、その不採用を許す「Jl生 能要求」を採用 した設置

許可基準規則 16条 2項 2号 日の規定は明らかに合理性を欠くと

言わざるを得ず、「よって、かかる『設備』や『方法』を単一のも

のに限定すべきとする原告 らの主張には、理由がない。」とい う

被告国の主張こそ誤 りである (被告国の準備書面 (17)・ 17頁

の(2)イ )。

ち、新規制基準の不合理性が示 されている箇所である。

4 同 4について (使用済燃料貯蔵施設の堅固性 )

(1)被告国の主張

27



被告国は、 「使用済燃料貯蔵施設 に対 して、原子厚格納容器 の よ

うな、耐圧性 を有す る堅固な施設 を設置す ることまでは要求 してい

ない ことには合理性 がある」 と主張す る (被告国の準備書面 (1

7)・ 17頁 の 4)。

12)原告 らの反論

ア 使用済み燃料 の崩壊熱 の危険性

被告国は、 「原子炉格納容器 のよ うな耐圧性 を有す る堅固な

施設 を設置す ることまで要求す る必要はない。」 と主張 し、そ

の理 由 として、 「使用済燃料は、原子炉運転 中の炉心の燃料 の

よ うに高温・高圧 の環境下にないか ら、大気圧 の下、崩壊熱 を

除去す るため、常温程度以下に無たれた使用済燃料貯蔵槽 内の

水 によ り冠水状態で貯蔵すれば足 り、前記 1及び 2(12ペ ー

ジ以下)の とお り、冠水状態 を維持す るための様々な封策 を講

じることこそが、放射性物質の放出を防 ぐための合理的な規制

なのである。」 と主張 している (被告 国の準備書面 (17)・

18頁 の12)イ )。

しか し、この点に関 しては、上記 1(6頁 以下)及び 2(1

6頁以下)で反論 した とお りである。

イ 被告国 も、「新規制基準が『 使用済み燃料の冠水状態が維持 でき

な くなること』は想定 していない こと」 を認 めていること

被告 国は、上記アにおいて、「冠水状態 を維持す るための様 々な

対策 を講 じることこそが、放射性物質 の放 出を防 ぐための合理的

な規制 なのである。」と主張 しているが、準備書面 (4)に おいて

は、「使用済燃料 は、徳 用 済 燃 料 霜ァk汁た を維 持 し、崩媒 熱 を除の

去 す れ ば、放射性 物 管 が放 出 され るよ うな事態は考え られ ないた

め、使用済燃料 の貯蔵施設 自体が堅固な施設 として設計 され るこ
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とによ り冠水状態が維持できれば十分 であ り、原子炉容器や原子

炉格納容器 の よ うな耐圧性 を有す る施設 として設計す るまでの必

要はない。」 (準備書面 (4)・ 31頁 のイ。下線部分は原告 ら訴訟

代理人)と 主張 してお り、これを返せ ば、新規制基準は、「使用済

み燃料の冠水状態 を維持できな くなれ ば、崩壊熱によ り燃料被覆

管の健全性が維持できな くな り、大量の放射性物質が放 出 され る

こと」、即ち、「『 使用済み燃料の冠水状態 が維持できな くなること』

は想 定 していない こと」 を、被告国 も認 めてい るとい うことであ

る。

ウ 使用済燃料貯蔵槽 の冠水状態が維持 され る 「相 当程度 の時間」

の具体的な数値 (時間)が不明であ り、 「冠水状態 を維持す るた

めの様 々な対策」が万全 に講 じられ る とい う保 障は どこにもな く、

各種重大事故 対策 は使 用済燃料 の冠水 状態維持 には不十分 で あ

ることか ら、「使 用済み燃料の冠水状態 が維持 できな くなった場

合」に対応す る規制 を全 く設 けていない新規制基準は不合理であ

ること

そ して、原告 らは、準備書面 65に おいて、「使用済み燃料 も、

原子炉格納容器 の中の炉心部分 と同様 、外部か らの不測の事態 に

姑 し堅固な施設 によって防御 を固める必要があ り、かか る規制 を

行 っていない新規制基準は緩やかにす ぎ、合理性 を欠 くこと (福

井地裁仮処分決定 )」 について、①福 島第一原発事故において生 じ

るおそれがあった使用済み燃料の冠水状態が維持できない事態、

及びこれにより生 じるおそれがあつた壊滅的な被害に鑑み、使用

済み燃料の冠水状態が維持できない事態も生 じ得ることを想定す

べきであること、②原発の安全確保の最も主要な部分は、核分裂

生成物の拡散を防止するための壁の健全性をいかにして維持する
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かであるところ、使用済み燃料は、原子炉内の燃料よりも核分裂

生成物を遥かに多く含むこと、③格納容器には外部からの不測の

事態に対する防護機能も期待 されていることからすれば、「使用済

み燃料を堅固な施設によって囲い込む」とい う対策は合理的であ

り、規制上、その姑策を講 じることが要求されるべきであり、福

井地裁 2015年 4月 14日 高浜原発 3・ 4号機運転差止仮処分

決定 。39～ 45頁 も、使用済み燃料も、原子炉格納容器の中の

炉心部分と同様に、外部からの不測の事態に対 して、堅固な施設

によって防御を固められる必要があるとし、かかる規制を行って

いない新規制 基準は、緩やかにすぎ、合理性を欠 くと判示 して

いる (準備書面 65・ 55頁以下の121の 部分)。

ところが、被告国は、新規制基準が 「使用済み燃料の冠水状態

が維持できなくなった場合」について規制を設けていなくとも、

「冠水状態を維持するための様々な対策を講 じることこそが、放

射性物質の放出を防ぐための合理的な規制なのである」と主張す

るだけである。

しかし使用済燃料貯蔵槽の冠水状態が維持される「相当程度の

時間」の具体的な数値 (時間)が不明であるにもかかわらず (上記

2(1)参 照)、 「冠水状態を維持するための様々な対策」が万全に講

じられるとい う保障はどこにもなく、各種重大事故姑策は使用済

燃料の冠水状態維持には不十分であることから、「使用済み燃料の

冠水状態が維持できなくなった場合」に対応する規制を全 く設け

ていない新規制基準は不合理である。

5同 5(使用済燃料貯蔵槽の状態監視に用いる計測機器の耐震重要度)

について

(1)準備書面 65で の原告 らの主張
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国会事故調 は、福 島第一原発事故 の際に悲観 的推測が出た原 因に

関 して、使用済み燃料プール には水位 計がなく、テ レビカメラによ

る状況確認 もできなかったことを指摘 している (甲 Al・ 160頁 )。

そ こで、原告 らは、準備書面 65に おいて、新規制基準の問題点

の一つ として、新規制基準は、外部電源 が利用できない場合 におい

ても、使用済み燃料プールの温度 、水位等の状態 を示す事項 を監視

す ることができるものを要求 してはい るが、 しか し、その耐震重要

度分類 に関 しては、最低 クラスに据 え置いてお り、高度 の信頼性 と

安全性 を要求 していないことか ら、結局、新規制基準は、基準地震

動 クラスの地震 によつて (Cク ラスの計測機器 が破壊 されて)使用

済み燃料 プール の温度、水位等 を把握す ることが出来な くなって し

ま う事態 を認 めてい ることになる ところ、そのよ うな事態が壊滅的

な事態 に発展す る危険性は否定できない (上記国会事故調 の指摘黍

照)ので、使用済み燃料プール の計装系機器 を最低 の Cク ラス とす

ることには全 く合理性 はな く、 これ らも最高クラスの Sク ラス とす

べ きである と主張 した (原 告 ら準備書面 65・ 63頁 ～ 64頁 の俗))。

修)被 告 国の反論 (使用済燃料貯蔵槽付近での 目視で確認 は可能 )

上記 (1)の 原告 らの主張に対 し、被告国は、「一方、水位 計等 の使用

済燃料貯蔵槽 の状態監視に用い る計測機器 は、冠水状態 を維持す る

ために必要な装置ではない。す なわち、使用済燃料貯蔵槽 の水位の

低下等 については、
~実

際 こ樽 用 溶 燃 料 時 蔵 の付近 にお い て 目視 に

よつて確認す ることが可能であ り、水位の低下等を把握 した場合に

あっては、上記補給水設備を用いて給水を行 うことで水位を回復す

ることができる。」と反論する (被告国の準備書面 (17)・ 20

頁のイの部分。下線は原告ら訴訟代理人)。

儡)使 用済燃料貯蔵槽のある燃料取扱建屋は原子炉建屋 と隣接 して
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いること

ア 使用済燃料貯蔵槽の設置場所に関する被告国の主張

そして、被告国は、作業員が目視する使用済燃料貯蔵槽の設置

場所については、 「本件各原子炉のようなPWRの 場合は燃料取

扱建屋 と呼ばれる原子炉建屋 とは別の建屋に設置されている」こ

とを理由として、 「事故等の発生時に放射線量が著 しく上昇 し、

人が近づくことができなくなる事態は想定し難い。」と結論づけ

ている (被告国の準備書面 (17)・ 20頁 のイの部分)。

イ ロ視 しなければならない使用済燃料貯蔵槽のある「原子炉建屋

とは別の建屋」は「原子炉建屋」と隣接 していること

しかし、川内原発のようなPWRに おける原子炉建屋 (RB)と

使用済燃料貯蔵槽のある燃料取扱建屋 (FHB)と は、「別の建屋」

といつても、次の図 3.2.8(原 子力安全研究協会 。「軽水炉発電所

のあらまし」の 126頁 から引用)に あるとお り、いずれのバ リ

エーションの場合であっても、両者はまさに隣接 した場所に設置

されている「別建屋」にすぎない (下記の図で、原子炉建屋がRB

で、燃料取扱建屋がFHBで ある。)。

蔦 雄 属 帝 用 の 夕l,

(大 Bの 丸 激 )

TB

特 殊 立 通
「
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AB,原 子 炉 4憾 助 盤 最

(オ 日ヽ◇夢鼈渥ゆ

Ti〕

平 雄 設 置 ,翔 時 差 工 聖 へ の 道 舜,
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麟
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原 子
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また、一般的なPWRの 構造は下記の図の通 りである (原子力

ハン ドブック編集委員会編 「原子カハン ドブック」・ 266頁 )。

I III編 原 子 炉 の 科 学 技 術

水中 pン ペ ヤ

園 患612 'WRの 燃料取扱い機器及び手l霞 く例〉

川内原発のようなPWRの 場合における使用済燃料の取 り扱い

につき説明すると、 「原子炉停止後、燃料取替えクレーンにより

原子炉から取 り出された使用済燃料は、原子炉キャビティの水中

でコンベヤに移 され、燃料移送管を通 して補助建屋内に運ばれ、

使用済燃料ピットクレーンを使って使用済燃料ラックに移 し貯蔵

される。ここで必要期間冷却された後、水中で使用済燃料輸送容

器に入れて、再処理工場へ搬出される」 (原 子カハン ドブック編

集委員会編「原子カハン ドブック」・265頁 )こ とになつてお り、

原子炉建屋 と使用済燃料貯蔵槽のある燃料取扱建屋は、上記説明

と図 3-612か ら明らかなように、使用済燃料が原子炉建屋内の原
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子炉キャビティの水中コンベヤに移 されて、燃料移送管を通 して

隣接する補助建屋内に運ばれる構造となっているのであって、「別

の建屋」といっても、両者はまさに一体化 した構造となっている

のである。

但)「原子炉建屋 とは別の建屋に設置 されている」から、「事故等の

発生時に放射線量が著 しく上昇 し、人が近づくことができなくなる

事態は想定し難い」とい う被告国の主張は誤 りであること

ア ところで、使用済燃料貯蔵槽がある燃料取扱建屋も、屋根があ

る密閉施設であるから (上記図 3-6-12参 照)、 その建屋の外から

内部の状況を目視することは出来ない。

それ故、被告国が、「使用済燃料貯蔵槽の付近において目視によ

って確認することが可能」と言つているのは、「燃料取扱建屋の内

部に運転員が入つて使用済燃料貯蔵槽の付近まで行き、使用済燃

料貯蔵槽の付近 (傍 )で 目視すること」を指 している。

イ しかしながら、過酷事故が発生 した際に放射能放出のおそれが

あるのは、原子炉建屋内だけに限らず、それに隣接 し原子炉建屋

と一体化 しているといえる燃料取扱建屋や原子炉補助建屋におい

ても生 じる可能性があり、しかも、気体廃棄物処理系や液体廃棄

物処理系などの機器、配管の破損 といったこともあり得る (こ の

ために、中央制御室には独立 した空調設備が設けられ、居住性が

維持 される対策がとられている。)。

そこで、格納容器内で過酷な放射能放出事故が生 じた場合に、

格納容器の外部において、どの程度の放射線量率レベルになるの

か (人 が近づくことができるレベルかどうか)に ついては一概に

は言えないが、しかし、格納容器外への漏れが完全にゼロとい う

ことはあり得ず、設計漏えい率相当の漏れは当然に考えておかな
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ければならない。

しかも、この漏れは、格納容器全体にわたつて一様に生 じるも

のでなく、主に貫通部から漏れると言われてお り、気密性の脆弱

な貫通部に漏れが集中するおそれがあるが、それが、どの貫通部

から漏れるのかは事前に把握はできない。

ウ 以上のことから、まず、川内原発のようなPWRに おける原子

炉建屋 と使用済燃料貯蔵槽のある燃料取扱建屋とは、「別の建屋」

といつても、両者はまさに隣接 した場所に設置されてお り、 しか

も、格納容器内で過酷な放射能放出事故が生 じた場合、格納容器

外への漏れが完全にゼロということはあり得ず、設計漏えい率相

当の漏れは当然に考えておかなければならないところ、この漏れ

は気密性の脆弱な貫通部に漏れが集中するおそれがあるが、どの

貫通部から漏れるのかは事前に把握はできないことから、被告国

が、 「本件各原子炉のようなPWRの 場合は燃料取扱建屋 と呼ば

れる原子炉建屋 とは別の建屋に設置 されている」ことを理由とし

て、 「事故等の発生時に放射線量が著 しく上昇し、人が近づ くこ

とができなくなる事態は想定し難い」と結論づけていることは誤

りである。

従ってまた、 「事故等の発生時に放射線量が著しく上昇 し」た

ことにより、使用済燃料貯蔵槽の水位等を目視できる場所にまで

「人が近づ くことができなくなる事態」も当然に想定されるので

あって、被告国が、 「実際に使用済燃料貯蔵槽の付近において目

視によつて確認することが可能であ り、水位の低下等を把握 した

場合にあつては、上記補給水設備を用いて給水を行 うことで水位

を回復することができる」と主張している点も誤 りである。

工 この点に関して、滝谷紘一氏は、「『 目視によつて確認すること
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が可能である』 との国の主張は妥当性を欠いてお り、『 目視によ

つて確認することは可能であっても、それには十分な信頼性が伴

っていない』ことを指摘する。」とされ、その理由について、「な

ぜならば、発電所が設計基準地震動クラスの地震に見舞われた際

には、原子炉自動停止、崩壊熱除去とい う緊急事態に入 り、さら

に所内の耐震重要度 Sク ラス以外の諸設備は同時多発的に損傷、

損壊、機能喪失などが生じて、それらの点検、応急措置などの対

応により運転員、作業員は多忙を極めていることを想定すべきで

ある。そのような切迫、混迷 した状況の中では、使用済燃料貯蔵

槽の水位の低下を、運転員、作業員による目視で確認 し、補給水

設備を用いて給水を行 うとい う人手に頼った一連の操作が確実

にできることを保証することはできない。」と説明され、「従って、

使用済燃料貯蔵槽での重大事故の防止、抑制には、状態監視に用

いる計測機器の耐震重要度分類を Sク ラスとし、設計基準地震動

に見舞われた際にも、水位低下検出信号により補給水設備を自動

的に作動 させるとい う信頼性の高い方式を採用することが合理

的なのである。」と指摘されている (甲 A289・ 2頁 )。

第 4重 大事故等封策 (設置許可基準規則 37条以下)に 関する被告国の反

論部分について

1同 1(基準地震動の保守性)について

は)被告国の反論

被告国は、原告 ら準備書面 65。 75頁 の 3(1)の 箇所における原

告 らの主張を、 「原告 らは、重大事故等対処施設は本来の想定を超

える外部事象等が発生 した場合に機能することが期待 されるもので

あるから、想定を超える外部事象に対 しても必要な機能が損なわれ
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ない こ とを要求すべ きであるな どと主張す る (原 告 ら準備書面 65

第 3の 3(1)。 75及び 76ペ ー ジ)」 と「要約」 した うえで、「重

大事故等対処設備 に対 し、想 定を超 える外部事象等 に対 して も必要

な機能が損 なわれないことを要求すべ きであるとす る原告 らの主張

は、新規制基準の内容 を正解 しない ものである」 と反論す る (被告

国の準備書面 (17)・ 22頁 の第 4・ 1の部分 )。

12)被告国は、原告 らの 「新規制基準 における共通要因故障の想定ひ

いては重大事故等紺策 は矛盾 をは らんだものになってお り、設計基

準 として共通要因故障を想定すべ きである」とい う主張に対 しては、

反論 を避 けていること

ア しか しなが ら、まず、被告 国による原告 らの主張の上記「要約」

は、 自らに不利 な部分、即 ち、反論できない部分 を避 けてお り、

極 めて不 当である。

イ 即 ち、被告国が ここで反論 の紺象 としてい る原告 ら準備書面 6

5。 75～ 76頁 の 3(1)は 、 「新規制基準では想定 を超 える外部

事象等 に対応 できない こと」 を主張 している箇所 であるが、同(1)

では、まず、「新規制基準は、設計基準対象施設 に対 して、外部電

源 の喪失 を除いては共通要 因故障 を想定 してお らず 、想定を超 え

る外部事象等 による共通要 因故障が発生 した場合 の対策 として、

重大事故等対策 を要求 してい る」(同 (1)ア )こ とを述べた上で、「こ

の よ うな重大事故等紺策 の位置付 けか らすれ ば、重大事故等紺処

施設 は、想定 を超 える外部事象等が発生 した場合 に機能す ること

が期待 され るものであるが、基準地震動によ り必要 な機能が損な

われない こと、基準津波に よ り必要な機能が損 なわれ ない こと等、

想定内の外部事象等に対す る機能維持 しか要求 され ていないため、

基準地震動 を超 える地震動や基準津波 を超 える津波 に襲われた場
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合には (重 大事故等対策 が必要 となる本来的な場面である。)、 必

要な機能が損 なわれ、姑応できないおそれがある」(同 (1)イ )こ と

を指摘 し、「このよ うに、新規制基準における共通要因故障の想定

ひい て は重 大事故 等対策 は矛 盾 はらんだものになつてお り、設

計基準 として共通要因故障を想定すべ きである (原 告 ら準備書面

62・ 90買 以下の第 9・ 5参照)と ともに、重大事故等対処設

備 に姑 して、想定を超 える外部事象等 に対 して も必要な機能が損

なわれ ない ことを要求すべ きである」(同 (1)イ 。下線は原告 ら訴訟

代理人)こ とと主張 してい るものである。

ウ しか るに、被告国は、同(1)イ の第 2段落 の後半部分、即 ち、「重

大事故等対処設備 に紺 して、想定 を超 える外部事象等 に対 して も

必要 な機 能が損 なわれ ない ことを要求すべ きである」 とい う部分

のみ を取 り上げて「反論」(反論 になっていない ことは後述す る。)

す るに とどまつてお り、その前半部分 (下線部分)の 「新規制基

準にお ける共通要因故障の想定ひいては重大事故等封策は矛盾 を

は らんだ ものになってお り、設計基準 として共通要因故障を想定

すべ きである (原告 ら準備書面 62・ 90頁 以下の第 9・ 5参照 )」

とい う部分 に紺 しては、一切 、言及 (反 論 )し ていない。

それ は何故か と言 えば、新規制基準が、設計基準対象施設 に対

して、外部電源 の喪失 を除いては、共通要因故障を想定 していな

い ことは否定 しよ うのない明 白な事実だか らである。

工 ちなみ に、原告 らは、設計基準姑象施設 の問題 について言及 し

た原告 ら準備書面 62・ 91頁 以下の 6の 「15)共通要因故障を

想定 し、多様性 を要求すべ きこと」において、「ア 設置許可基準

規則 は、多重性『 又は』多様性 を要求す る としてお り、いずれか

を満 たせ ば足 りるとしていること」及び 「イ そ もそ も、新規制
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基準は、設計原子力規制委員会の新規制基準検討チームは、福島

第一原発事故の教訓を踏まえ、『多重性又は多様性』としている要

求の『多様性』への変更を提言 したが、この変更は見送られたこ

と」を論じた。

そして、次の「俗)被告国の主張に対す る反論」の「イ 原告 ら

は、設置許可基準規則が「偶発故障の複数同時発生」を想定・考慮

していないことを問題視 していること」において、「独立性」 (設

置許可基準規則の第 2条 2項 19号 )の 要求や、「多重性」 (設置

許可基準規則の第 2条 2項 17号 )の要求では決 してカバー しき

れない極めて重要な役割を担っている「多様性」 (設 置許可基準

規則の第 2条 2項 18号 )の要求は、 (だ からこそ、「多様性」が

「多重性」及び 「独立性」とは別に要求されている。)の要求をあ

ま りにも軽視 している新規制基準は、その意味でも極めて不合理

であることを主張 したが (原 告ら準備書面 62・ 97頁以下)、 こ

の点に関しては、被告国からは、その後、一切、反論がなされてい

ない。

13)基準地震動の 「保守性」に封する原告 らの反論

ア 被告国の主張

被告国は、「原告 らの主張する『想定を超える外部事象等』が、

具体的にどのようなものを指すのかは判然 としない」とした うえ

で、「外部事象に限定 して考えると、例えば、基準地震動の策定に

当たつては、その過程の一つ一つにおいて、それぞれ不確かさを

考慮 したパラメータ設定をするなどして、保守的な評価を求めて

いるため、策定される基準地震動は、必然的に、銀守的なものと

なる (乙 口第 163号 証「5-3-10」 281な いし288ペ ージ)」

と主張する (被告国の準備書面 (17)・ 23頁の第 4・ l121ア の

39



部分)。

イ 原告 らが主張する「想定を超える外部事象等」は基準地震動を

超 える地震動や基準津波を超える津波に襲われた場合を指す こ

と (被告国が、原告 らの主張は判然としないと主張するのは、新

規制基準が、設計基準姑象施設に対 して、外部電源の喪失を除い

ては、共通要因故障を想定していないからである)

まず、「原告らの主張する『想定を超える外部事象等』が、具体

的にどのようなものを指すのかは判然 としない」とい うが、原告

ら準備書面 65・ 75頁の 3(1)に おいて、「新規制基準は、設計基

準対象施設に対 して、外部電源の喪失を除いては共通要因故障を

想定 しておらず、想定を超える外部事象等による共通要因故障が

発生 した場合の対策 として、重大事故等姑策を要求している」(同

(1)ア )こ とを述べた上で、「このような重大事故等対策の位置付け

からすれば、重大事故等封処施設は、想定を超える外部事象等が

発生 した場合に機能することが期待 されるものであるが、基準地

震動により必要な機能が損なわれないこと、基準津波により必要

な機能が損なわれないこと等、想定内の外部事象等に対する機能

維持 しか要求されていないため、基準地震動を超える地震動や基

準津波を超える津波に襲われた場合には (重大事故等対策が必要

となる本来的な場面である。)、 必要な機能が損 なわれ、対応 でき

ないおそれがある」 (同 (1)イ )こ とを指摘 しているのであって、原

告 らが主張す る 「想 定 を超 える外部事象等」が、基準地震動 を超

える地震動や基準津波 を超 える津波 に襲 われた場合 を指す ことは

半J然 としている。

それにもかかわ らず、被告国が、「原告 らの主張す る『 想定 を超

える外部事象等』が、具体的に どの よ うな ものを指す のかは判然
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としない」 とい う主張をせ ざるを得 ないのは、前述 した よ うに、

新規制基準が、設計基準姑象施設 に対 して、外部電源 の喪失 を除

いては、共通要因故障を想定 していないか らであると解 され る。

ウ 被告 国の 「策定 され る基準地震動 は、必然的に、保守的なもの

となる」は明 らかに誤 りであること

(ア)次 に、 「基準地震動の策定 に当たっては、その過程 の一つ一

つにおいて、それぞれ不確 か さを考慮 したパ ラメー タ設定 をす

るな どして、保守的な評価 を求めてい るため、策定 され る基準

地震動 は、必然的に、保守的な もの となる」 とい う主張に反論

す る。

そ もそ も、被告国がい うよ うに、「「基準地震動の策定に当た

っては、その過程の一つ一つ において、それぞれ不確 か さを考慮

したパ ラメー タ設定をす るな どして、保守的な評価 を求めてい

る」こ とを理 由 として、新規制基準で「策定 され る基準地震動は、

必然的に、保守的なもの となる」とい うのであれば、ど うして、

制定 された基準地震動の策定 について、原子力規制委員会 が見

直 しをす る必要があるのであろ うか。

即 ち、滝谷紘一氏が正当に指摘 されてい るよ うに、「『 策定 され

る基準地震動 は、必然的に、保守的なもの となる。』 との被告国

の主張が 当を得ていない こ とは、制定 された基準地震 動の策定

についての原子力規制委員会 による、次に述べ る見直 し検討 の

結果か ら明 らかである。」 (甲 A289・ 3買 )。

(イ)即 ち、原子力規制委員会 は、新規制基準 (平成 25年 7月 制定 )

で制定 した基準地震動の策定 に関 して、平成 29年 11月 29

日イこ「震源 を特定せず策定す る地震動 に関す る検討 チーム」を

設 け、その後、約 1年 8カ 月 にわた り、見直 し検討 を進 めた。
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同検討チームは、令和元年 8月 7日 に「全国共通に考慮すべ

き『震源を特定せず策定する地震動』に関する検討報告書」を確

定し、原子力規制委員会は、同月 28日 に、同報告書を承認 した。

この見直 し結果の要点は、新規制基準の制定において、「震源

を特定せず策定する地震動」として、2004年 の北海道留萌支

庁南部地震をもとにして策定することを妥当としていたが、そ

れが必ず しも保守的なものでないことが判明したので、 200

0年以降に全国で起きた 89の地震の地震動の統計解析をもと

にした標準応答スペク トルをもとに策定することになった、と

い う点であった。

そして、原子力規制委員会は、令和元年 8月 28日 に同報告書

の内容を新規制基準に反映させることを決定 し、その措置とし

て、令和 3年 4月 21日 に、設置許可基準規則の解釈等の改正を

行った (原子力規制委員会決定「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」改正 )。

(ウ)こ の改正に基づいて、被告九州電力は、川内原発の基準地震

動策定を見直 し、その結果を反映 した設置変更許可申請書を、

令和 3年 4月 26日 に、原子力規制委員会に提出した (九 州電

力 「川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書」)。

その要点は、「震源を特定せず策定する地震動」として、既存

の基準地震動を超える新たな基準地震動 Ss-3の 追加である

(な お、現時点では、原子力規制委員会が、その妥当性を審査中

である。)。

(工)こ のように、原子力規制委員会が 2013年 に定めた新規制

基準の うち、設置許可基準規則 とその解釈に従って策定される

基準地震動は保守的ではないことを、原子力規制委員会自らが
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認 めたのであって、その改正に従 って、被告 九州電力 も見直 し

検討 を行 った結果、川 内原発 に関 して、追加 の基準地震動が必

要 になった。

この よ うな基準地震動 の見直 し検討の事実か らして、 201

3年に制定 された新規制基準の 「基準地震動 の策定に当たつて

は、その過程の一つ一つにおいて、それぞれ不確 か さを考慮 した

パ ラメー タ設定 をす るな どして、保守的な評価 を求 めてい るた

め、策定 され る基準地震動 は、必然的に、保守的なもの となる。」

(被告国の準備書面 (17)・ 23頁の第 4。 l121ア の部分 )と

す る被告国の主張が誤 りであることは明 白で ある (甲 A289・

3～ 4頁 )。

第 5有効性評価 (設置許可基準規則 37条 )1こ 関する反論部分について

1同 1(炉心損傷頻度の評価)について

(1)被告国の主張

被告国は、 「原告らの主張は、津波という外部事象による福島第

一事故を前提 とした場合の炉心損傷頻度 (40年に 1回程度)と 内部

事象による炉心損傷頻度を試算 した炉心損傷頻度 (10万年に 1回

以下)を 比較 したものであり、異なる事象による炉心損傷頻度を比

較するものであるから、そもそも失当」であつて、 「原告らの引用

する平成 6年 3月 付け福島第一原子力発電所 1号炉のアクシデン ト

マネジメン ト検討報告書 (甲 A235号 証)は、『起因事象』として

内部事象、すなわち『原子炉施設の通常運転を阻害 し、工学的安全

施設等の作動を必要とする故障または運転員誤操作に起因する外

乱』を選定 しており、津波などによる外部事象によつて引き起こさ

れる炉心損傷頻度を試算 したものではない」と主張し、 「原告らの
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主張には理由がない。」とする (被告国の準備書面 (17)・ 31

頁)。

似)原告 らの反論 (IAEAの 基本安全原則は、全ての内部および

外部の事象を含める必要があると述べていること)

ア 東京電力のアクシデン トマネジメン ト報告書 (甲 A235)の

記載について

福島第一原発 1号炉についての東京電力のアクシデン トマネジ

メン ト報告書 (甲 A235)に は、「本原子力施設の炉心損傷頻度

は 105/炉年より小さく、IAEAの 基本安全原則が示す目標 (既

設炉に対 して 104/炉年以下、新設炉に紺 して 105/炉年以下)を

十分に満足 していることが示 された。」とい う記載がある (同 号証・

3買 )。

しか し、ここにい う「IAEAの 基本安全原則」が示す目標 (以

下「IAEA安 全 目標」とい う。)は、次のイでみるように、評価

すべき起因事象としては内部事象 と外部事象の両方を含んでお り、

内部事象に限定しているものではない。

言い換えれば、内部事象用の安全 目標 と外部事象用の安全 目標

といった仕分け (区別)は全 く存在 しない (甲 A289・ 5頁 )。

イ  「既設炉に封して 104/炉年以下、新設炉に対 して 105/炉年

以下」とい うIAEA安 全 目標は、起因事象 として、内部事象 と

外部事象の両方を含んでいること (甲 A291)

甲A291は 、 IAEAの PSA(確 率論的安全評価)に 関す

る 「国際原 子力機 関の安全性標準 シ リー ズ 安全性 ガイ ド

No.NS―G-1.2 原子力発電所に姑する安全性評価 と実証」 (発 行

2001年 )と い う文献の抜粋であるが、そこには、次のような記載が

ある。
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① 文節番号 4.142(57頁 )

原 文 :The PSA should take as its starting point the complete set of

PIEs including both internal and external PIEs.

訳文 :PSA(確 率論 的安全評価)は 、 内部お よび外部 の PIEs(想

宰 細 期 尊 褒 荘 Ⅲ の 面 ナ 歩合 すo PIEs r根 市 加 期 車 宴 荘 Ⅲ の 字 今

なセ ッ トを開始点 とする (下線は原告 ら訴訟代理人 )

② 文節番号 4.147(58頁 )

原 文 :The set of PIEs addressed should include allinternal and

external events including the low frequency events which

could occur but have not been taken into account during the

design of the plant.

訳 文 :対処 す る PIEs(想 定初期 事 象 群 )の セ ッ トには、発 生 す る可

能性があるが、プラン トの設計中に考慮 されていない低い発生頻

度の事象 を含む、すべての内部お よび外部の事象を含 める必要が

ある (下線は原告 ら訴訟代理人 )

③ 文節番号 4.226(73頁 )

原文 :Core Damage Frequency

For this、  INSAG(Ref.[4])has prOposed the fol10wing

objectives:

_lo-4 per reactor― year for existing plants、

_lo-5 per reactor― year for future plants.

訳文 :炉心損傷頻度

これについて、 INSAGは 、次の目標を提唱してきた。

一 既設プラントに対して 104/炉年

一 新設プラントに対して 105/炉年

④ 文節番号 4.229(74頁 )
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原 文 : PrObabilistic safety criteria have also been proposed by

INSAG for a large  radioactive release.The following

objectives are given:

_lo-5per reactor‐ year for existing plants、

__10_6 per reactor‐ year for future plants

訳文 :確率論的安全基準 は、大量放射性物質放 出に対 して もまた IN

SAGに よ り提 唱 されてきた。 次 の 目標 が与え られ てい る。

一 既設プラン トに対 して 105/炉年

一 新設プラン トに対 して 106/炉年

以上の①ないし④を要約すると、次の 2点 を指摘できる。

(I)確 率論的安全評価 (PSA)では、発生する可能性があるが、

プラン トの設計中に考慮 されていない低い発生頻度の事象を

含む、すべての内部および外部の事象を含める必要があること、

(Ⅱ )IAEAで は、炉心損傷頻度 と、大量放射性物質放出頻度の

目標値を、既設炉 と新設炉に分けて提唱している。

上記東京電力の報告書 (甲 A235)に ある 「IAEAの 基本

安全原則が示す 目標 (既設炉に対 して 104/炉年以下、新設炉に

姑して 105/炉年以下)Jと は上記③の炉心損傷頻度を指している

が、上記文献 (甲 A291)は 、その炉心損傷頻度につき、上記

(I)の よ うに、すべ ての内部お よび外部の事象 を含 める必要があ

ると述べてお り、どこにも、「外部事象は含めなくてよい」とは書

かれていない (も し、被告国が、それを主張するならば、それを裏

付ける証拠の提出を求める。)。

ウ 被告国の主張は IAEAと は評価条件を違えた極めて不当な
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比較であること

従って、被告国が主張する「『起因事象』として内部事象、すな

わち『原子炉施設の通常運転を阻害 し、工学的安全施設等の作動

を必要とする故障または運転員誤操作に起因する外乱』を選定し

てお り、津波などによる外部事象によつて引き起こされる炉心損

傷頻度を試算 したものではない」ということが正 しいとすれば、

それは、 IAEAが 求めている内部事象と外部事象の両方、即ち

全ての起因事象を包絡 して想定 しての炉心損傷頻度ではなく、外

部事象により引き起こされる炉心損傷頻度を無視 して過小評価 し

た炉心損傷頻度を、内部事象 と外部事象の両方を考慮する IAE

A安全 目標 と比較 して、「十分に満足 していることが示 された」と

評価 したことを意味することになるが、これは、明 らかに評価条

件を違えて極めて不当な比較を行ったものであり、それを行つた

東京電力 (甲 A235号 証添付 4頁 )及びその報告を安易に容認

した被告国には、重大な過誤があることは明白である (甲 A28

9・ 5頁 )。

工 現在に至るまで福島第一原発事故が示 した炉心損傷頻度 (40

年に 1回程度)を再現し得る確率論的評価手法の確立とその評価

事例を公表 した報告は見当たらないこと

では、どうして、東京電力及び被告国は、外部事象による炉心

損傷頻度を考慮外 とする極めて不当な比較ないし主張を行つたの

であろうか。

この点に関して、滝谷紘一氏は、その背景には、①外部事象に

姑する確率論的評価手法が十分に確立していなかったこと(こ れ

は現在も続いている。)と 、②未熟な同手法による試解析を通 じて、

外部事象に対する炉心損傷頻度の値が、内部事象に対する炉心損
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傷頻度の値を桁違いに大きく上回 り、それを含めてしまうと、到

底、 IAEA安 全 目標を満足する見通 しが得 られなかったことの

2点 がある、と推認 されている (甲 A289・ 5頁 )。

滝谷紘一氏が、外部事象に対する炉心損傷頻度の値が、内部事

象に対する炉心損傷頻度の値を「桁違いに」大きく上回ると言わ

れるのは、外部事象に対する炉心損傷頻度を真っ当に扱える確率

論的評価手法があるとすれば、それは福島第一原発事故が示 した

ように、「40年に 1回程度」にならなければならないからである

(福 島第一原発事故が発生するまでの福島第一原発の各号機の運

転期間は40年以下であつたからである。)。

しかも、福島第一原発事故の後 10年を経た現在に至るまで、

福島第一原発事故が示 した炉心損傷頻度を再現 し得る確率論的評

価手法の確立とその評価事例について公表 された報告は見当たら

ない。

オ 被告国の反論は全く反論になつていないこと (被告主張の重大

な誤 り)

以上のことから明らかなように、被告国の反論は、外部事象に

封する炉心損傷評価の取 り扱いについての明らかな誤 りを自ら示

すものであ り、原告らが主張する 「福島第一事故を前提 とした場

合の炉心損傷頻度 (40年 に 1回程度)と 、福島第一原発事故前

に確率論的手法に基づき東京電力の行った炉心損傷頻度の試験結

果 (10万年に 1回以下)を比較 し、その発生頻度に著 しい乖離

があるのは、有効性評価に確率論的手法が不適切であることの証

である」ことへの反論には全 くな りえていない (甲 A289・ 5

～ 6頁 )。

0}被告国は、 「炉心損傷頻度 と格納容器損傷頻度の評価値に関し
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て、実際の原発事故デー タに基づ く検証 と、それ による要当性確

認 とが全 くなされていないこと」という原告 らの主張に対して、

反論することが出来ないこと

原告 らは、準備書面 65。 99買以下の第 4において、「被告国

の主張における不合理性の最たる点は、重大事故等対策の有効性評

価で対象とする過酷事故シーケンスの選定を確率論的評価に依拠 し

ていることである (確率論的 リスク評価 (PRA)の 問題点に関し

ては、原告 ら準備書面 57・ 第 2・ 2(12頁 以下)及び同第 1

1・ 3(102頁 以下)参照 )」 と主張し、福島第一原発事故以前

から、原発の炉心損傷頻度、格納容器損傷頻度等の評価に関して、

確率論的ジスク評価手法が用いられてきたが、同手法によつて評価

されるこれ らの発生頻度の値それ自体は、著 しく信頼性を欠いてい

るのが実状であるこ と (甲 A234・ 6頁 )を述べた。

そ して、その理由として、「炉心損傷頻度 と格納容器損傷頻度の評

価 値 こF半日し て
~美

際 の 原率事故デ― 夕に基 づ くオ食証 と、それ に よる

妥当性確認 とが全くなされてきていない」ことを指摘 し、この点に

関して、被告国に姑 し、「この妥当性確認の事例があると被告国が主

張するのならば、それを裏付ける証拠資料の提示を求める」と要求

した (原告 ら準備書面 65。 101頁 )。

ところが、被告国は、今回の準備書面 (17)で は、ただ単に、

「『起因事象』として内部事象、すなわち『原子炉施設の通常運転を

阻害 し、工学的安全施設等の作動を必要とす る故障または運転員誤

操作に起因する外乱』を選定 してお り、津波などによる外部事象に

よつて引き起こされる炉心損傷頻度を試算 したものではない (同 号

証添付 4ページ)」 とい うように、内部事象 と外部事象の両方を考慮

する IAEA安 全 目標を完全に無視 して、明 らかに評価条件を違え
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て極めて不当な比較を行つた東京電力の報告書 (甲 A235号 証添

付 4買 )の一文を、安易に自らの主張として援用 したにとどまり、

「炉心損傷頻度と格納容器損傷頻度の評価値に関して、実際の原発

事故データに基づく検証 と、それによる妥当性確認 とが全くなされ

ていないこと」に対する反論、反証が全 く出来ていない。

このこと自体が、「被告国の主張における不合理性の最たる点は、

重大事故等紺策の有効性評価で対象 とする過酷事故シーケンスの選

定を確率論的評価に依拠 していることである」 (原告 ら準備書面 6

50100買 )と い う原告 らの主張が正 しいことを端的に裏付ける

ものである。

像)被告国への求釈明

被告国は、上記のように、「10万年に 1回以下」とい う炉心損傷

頻度は起因事象として内部事象を考慮 したものであって、津波など

による外部事象によって引き起こされる炉心損傷頻度を試算 したも

のではないと主張している。

そこで、原告らは、被告国に対 し、起因事象 として内部事象を考

慮 して試算された 「10万年に 1回以下」とい う炉心損傷頻度とは

区別 される、津波などによる外部事象によって引き起こされる炉心

損傷頻度の内容を明らかにするよう、求める。

2同 3(水蒸気爆発)について

は

' 
原告ら準備書面 65における主張

原告らは、準備書面 65において、「福島第一原発 2号機では圧力

容器内で水蒸気爆発が発生した可能性が高いことから、原子力規制

委員会が、設置許可基準規則 37条の解釈 2-1の『必ず想定する

格納容器破損モー ド』の中に、『原子炉圧力容器内での溶融炉心―冷

却材相互作用』が記載されていないことは、福島第一原発 2号機と
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い う実機 の圧力容器 内で FCIが 生 じた可能性 を無視 した ものであ り、

原発安全審査上の看過できない問題 であ り、不合理である。

従 ってまた、この可能性 を無視 して、「本件事故の発生及び進展は、

最新 の科学技術的知見に基づ くシ ビアアクシデ ン トに関す る研究結

果 と大 き く異なる ところはなかった」 とす る被告国の主張 も不 当で

ある。」 (原告 ら準備書面 65・ 127～ 128頁 )と い うこ とを主

張 した。

12)被告国の主張

これ に紺 し、被告 国は、 「福島第一原子力発電所において水蒸気

爆発 が起 きた とい う知見は、各種事故報告書において存在 しない」

こと、「冷却水 と溶融炉心の接触 は、原子炉 内での蒸気の大量発生 (及

びそれ に伴 う圧力の上昇 )の理 由として述べ られているのみであ り、

水蒸気爆発 の発生 を うかがわせ る記述 はない」 (被告国の準備書面

(17)・ 32頁 の 121ア の部分。以下、このアの主張を「主張 I」 と

い う。)こ とと、「水蒸気爆発による格納容器破損が必ず想定 され る

事故 シーケンスであるとす る科学的な根拠 に乏 しい」 (被告 国の準

備書面 (17)・ 32頁 の121ウ の部分以下、この ウの主張を「主張 Ⅱ」

とい う。)こ と等 を理 由 として、「福 島第一事故 を踏まえて原子炉圧

力容器 内での水蒸気爆発 を必ず想定 され る事故 シーケンス と して選

定すべ きであるとす る原告 らの主張は、福 島第一事故で水蒸気爆発

が起 きた とい う知見がない ことや、重大事故対処施設の有効性評価

の枠組み を理解 していない ものであ る」 と主張す る (被告 国の準備

書面 (17)・ 31～ 32頁 の 2の 部分 )。

そ こで、以下、被告国の主張 Iと Ⅱに分 けて、それぞれ反論す る。

13)被告国の主張 I(福 島第一原発事故 に関 し水蒸気爆発 の発 生を う

かがわせ る記述はない こと)に対す る原告 らの反論
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ア 福 島第一原発 2号機 で記録 された圧力変動は、圧カスパイ クで

は説明できず、圧力容器 の破損 を伴 うよ うな激 しい現象 (水蒸気

爆発)が起 こつた と考 えることが合理的であること

(ア)ま ず、被告国の準備書面 (17)で も、「原子炉圧力容器 内の底部

に残存 していた冷却水 と溶融炉心の接触」が生 じた こ とと、そ

れによって、「原子炉 内での蒸気 の大量発生 (及 びそれ に伴 う圧

力の上昇 )」 が生 じた ことについては認 めている (被告国の準備

書面 (17)・ 32頁 の修)ア の部分。

また、東京電力 も、その福 島原子力事故報告書 (甲 A292・

255買 )において、「原子炉圧力容器 内部では燃料被覆管 (ジ

ル コニ ウム)が溶融 した可能性 もあ り、高温の溶融金属 と水の接

触 は起 こ り得 る」 ことを認 めてい る。

(イ)そ うす ると、次 に問題になるのは、「原子炉圧力容器 内の底都

に残存 していた冷却水 と溶融炉心の接触」によ り「原子炉内で

の蒸気の大量発生 (及 びそれ に伴 う圧力 の上昇 )」 が生 じたこと

によって起 きた現象 は何か、 とい う点である。

被告国は、「水蒸気爆発の発生 を うかがわせ る記述 はない」等

と主張 してい る ところか らして、それ は、水蒸気爆発 ではな く

(水蒸気爆発 に至っていない。)、
「圧カスパイク」であると言 つ

ているに等 しい (こ こに「圧カスパイ ク」とは、FCI(溶 融炉

心 と冷却材 の相互作用)において、水蒸気爆発 に至 らない場合

で、沸騰 によ り大量 に発生す る水蒸気 に よる圧力上昇 をい う。甲

A293の 5-2-1の 下か ら 3行 日以下参照 )。

(夕)し か しなが ら、圧カスパイ クでは、系の圧力変動が、福 島第

一原発 2号機 で記録 された下記の図の よ うにはな らない (下記

の図は、国会事故調 の報告書 (甲 Al)・ 166頁 の図 2.1.4-3
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であ り、原告 ら準備書面 65・ 125頁 の上段 に掲載 している。)。
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録 され てい る (こ こに 「圧 カ パル ス」とは、短時間の間の急峻な

単発の圧力変動のことであり、爆発時などに発生する。なお、図

2.1,43の 中の①、②、③ とい う赤字及び 「←0,7MPaに戻る」

とい う赤字は、高島武雄氏が書き加えたものである。)。

特に、14日 23時 ごろ発生 した圧カパルス②については、主蒸

気逃 し安全弁 (SRV)の 動作が確認 されていないにもかかわらず、

短時間で約 0,7MPaに戻つている。

(工)しかし、このような挙動は、圧カスパイク発生前後の圧力値

の傾 向 (下記 の図 1)と は著 しく異なってお り、圧カスパイク

では説明で きない圧力変動である (甲 A288・ 1～ 2頁 )

電力各社 が示 した下記 の図 1の よ うな圧カスパイ ク発生時の

格納容器 内圧力変化 のシ ミュ レー シ ョン結果例 (甲 A293の
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5-2-33頁 か ら引用)では、圧力値 はステ ップ状に上昇 し、低下

することなく緩やかに上昇 しており、上記図 2.1.4-3の①、②、

構
納
嘗
尋
蔑
カ

③に見られる圧カパルスは認められない (な お、川 内原発 のよ う

なPWRは 格納容器の容積がBWR(福 島第一原発)に比べて大

きいので、図 1の ように大きく上昇はしないと解 されるが、し

かし、「圧力値はステップ状に上昇 し、低下することなく緩やか

に上昇する」という傾向には違いはない。)。

即ち、福島第一原発の 2号機で記録された圧力変動 (上記の図

2.1.4-3の ①、②、③に見られる変動)は、下記図 1の ような圧

カスパイクでは説明できないのであって、畢党、圧力容器の破損

を伴 うような激 しい現象、つま り、水蒸気爆発が起こっていたと

考えることこそが合理的であることは明らかである (甲 A28

8・ 1～ 2頁 )。

【図1 圧カスパイク発生時の格納容器圧力のシミュレーション例】
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(オ)と ころで、規制委員会 (被告国)は、各原発 の設置 (変 更)許

可 申請の審査過程 において、各電力会社か ら、上記図 1(図 5-

1-1)が 掲載 されてい る「重大事故等対策 の有効性評価に係 るシ

ビアアクシデ ン ト解析 コー ドについて (第 5部 MAAP)添 付

2溶 融炉心 と冷却材 の相互作用について」 (甲 A293)と い

った資料の提 出を受 けて、それ を審査 し、その内容 を 「問題 な

し」 として、設置 (変 更)を許可 した もの と解 され る。

そ うす ると、各電力会社の上記 申請 では、福 島第一原発事故 で

見 られた (図 2。 1.4-3の よ うな)圧カパルスは想定 しないで、

上記 図 1(図 5-卜 1)を用いて、グラグラ と上昇す る現象 (圧 力

スパイ ク)に なる と報告 しているのだか ら、設置 (変 更)に許可

を与 えた規制委員会 も、その (誤 つた)報告 を認 めた とい うこ と

になるが、 これは極 めて問題 である。

即 ち、被告国は、実際には圧カパル スが出ている、つま り、水

蒸気爆発が起 こつてい ると見 るべ きであるに もかかわ らず 、そ

れ を完全に黙殺 し、「冷却水 と溶融炉心の接触 は、原子炉 内での

蒸気 の大量発生 (及 びそれに伴 う圧力 の上昇 )の 理 由として述べ

られてい るのみであ り、水蒸気爆発 の発生 を うかがわせ る記述

はない」(被告国の準備書面 (17)・ 32頁 の似)ア の部分 )と 強

弁 しているのである。

イ 原子力発電技術機構・原子力安全解析所 の報告書が、既 に平成

14年 に 「PWR4ル ープ PCCV原 子炉施設 の原子炉キャビテ ィ区画

室において水蒸気爆発 が発生す る可能性 は、事故シーケンスに よ

つては大きい ことが示唆 された」 と報告 してい ること

(ア)ま ず、溶融 し上_zr(ジル コニ ウム)や、ジル コニ ウム合金 (ジ

ルカロイー2:98,250/OZr、 1.5%Snほ
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トリガー を加 えた 実験 で は、アル ミニウムよりも激 しい爆発を

生ず るこ ≧が、既に 1955年 に報告されている (甲 A294)。

即 ち、圧力容器圧力、冷却材温度、溶融炉心の構成物 と温度 、

重量 な どが、 これ までの水蒸気爆発 の研究で明 らかになってい

る発生条件 を満た してい る といえるか らであ る (下記 は甲A2

94の 25頁 の表 とその該 当箇所 を高島武雄 氏が翻訳 した和訳

である。)。
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*ブ ラス トキャップ

訳 (高 島 )

実験番号 金属  重量 gm ブラス トキャップ* 
激 しさ およその爆発効率% 備考

44   ジル コニウム 454     使用        激 しい   100      激 しい爆発

広範囲に装置を破壊

45 ジルカロイー2  227     使用        激 しい   ―   衝撃的な鋭い爆発

46 ジルカ ロイー2  227     使用        激 しい   100   大音響の爆発 広範

囲に装置を破壊

水 中放電による トリガー用圧力発生装置のこと

(イ)次 に、原 子力発 電技術機構 ・原 子 力安全解析所 の報 告 書 (甲

A295)で は、炉 心溶融物 と して は、下記 に示 した表 1の よ

うな鉄 とジル カ ロイ な どの混合物 を想 定 してお り、U02(二酸 化

ウラン)の 溶融 は想 定 してい ない (甲 A295の 210の 表 2.

6)。

表 1  事故時の炉心溶融物の例

表 2.6 放出デブジ経成の物性 (ケース 1)

(ウ)し か し、その解析の結果 として、「3.4実炉の水蒸気爆発発生

成分

放出

割合
tFi l,

密度 (kg/m3)

'ヒ

寿泰 熱伝導度 (W/m・ K) 融点

Solid Liquid J/kg・ K Solid とiquid K

Zr 13.3 6,420.2 6,184.7 355.88 40.427(注 2) 36.003 2,125(注 3)

Fe 45,6 7,259,0 7,015.0 558,10 38,703(注 2) 20.000 1,900

(lr 6,578,0 6,280.0 558,10(注 2' 38,703(I主 2) 20,000 2,144

Ni 4.9 8,187.0 7,905,0 558,10 38,703(lii 2) 20.000 1,900

Ag 16.2 10,050.0 9,475.0 250.00 92.500 48.000 1,075

Cd一 In 4.1 8,450.0 8,400,0 250.00 92.500 48,000 1,075

平均値(r"け
7,338. 464. 28,2
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の可能性」については、「PWR4ループ PCCv原 子炉施設の原子炉

キャビテ ィ区画室 において水蒸気爆発 が発生す る可能性 は、事

故 シーケンスによっては大 きい ことが示唆 された」 と報告 して

いる (甲 A295の 3-6頁 の 3.4)。

この解析 は、溶融炉心が圧力容器外 に流 出 して水 と接触 した

ケースを想 定 してい るが、しか し、溶融炉心の成分、水温、圧力

な どの条件 は福 島第一原発 の 2号機 での状況 と矛盾 は しない こ

とか ら、原子力発電技術機構 。原子力安全解析所の報告書 (甲 A

295)の 上記解析結果は、福 島第一原発 の 2号機 で水蒸気爆発

が発生 しうることを示唆す るもので ある (甲 A288・ 3～ 4

頁。なお、福 島第一原発の 2号機 のケースでは、上記 の図 2.1.4-

3の① はジルカ ロイが、② と③ はU02が 含 まれてい ると推定 さ

れ る。)。

に)被告国の主張Ⅱ (水蒸気爆発による格納容器破損が必ず想定され

る事故シーケンスであるとする科学的な根拠に乏しいこと)に対す

る原告 らの反論

ア 福島第一原発事故の4年前に 6.8%と い う極めて高い破損確率

の数字が報告 されてお り、被告国が言 うように「極めて低い」 と

は到底言えないこと

そもそも、シミュレーションは、計算の条件によつて、大きく

変わる。

被告九州電力などの電力会社が 「水蒸気爆発で発生する荷重は

小さい」 とするのは、福島第一原発事故の 4年前である2007

年に発表 された森山清史・ほか 4名 による 「軽水炉シビアアクシ

デン ト時の炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率の評価」とい

う研究報告書 (甲 A296)の ベースケースの条件 (甲 A296・
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36頁の表 11の 「ケース名」の直ぐ下の「ベース」欄の条件)の

場合である。

そして、この研究報告書でも、溶融炉心の重量が多いなど、厳

しい条件では破損に至ることがあることも報告 している。

即ち、森山らの研究報告書 (甲 A296)に よれば、水蒸気爆発

が起これば、高い確率で構造物に被害を与える可能性があること

が示 されてお り、川 内 原 率 の よ う′F PWRモ デルプラン トにおい

て、炉外水蒸気爆発が発生 した場合に格納容器が破損する確率は、

平均で 6.8%と なる、と評価 しているのである。

これ を具体的に説 明す ると、森 山 らの研究報告書 (甲 A296)

の 33頁 には、「0 破損確率の平均値 (デー タ点 を線形補間 した

分布 に基づ く):6。 8x102」 とぃ ぅ記載 がある。

これは、溶融物が水 に落下す る条件は様 々であ り、破損す る場

合 もあれ ば、破損 しない場合 もあるか ら、い ろい ろな条件 を考え

て、破損す る確率は、 6.8x102=0.068 = 6.8% と言

えるとい う意味である。

イ  「水蒸気爆発 による格納容器破損が必ず想 定 され る事故シーケ

ンスである とす る科学的な根拠 に乏 しい」 とい う被告国の主張は

明 らかに誤 りであること

この結論 を出 した森 山 らの研究報告書は、福 島第一原発事故の

4年前であ る 2007年 に発表 されたものである。

当時は、原発 関係者 の多 くが「過酷事故 な ど起 こるはずがない」

と哺 き、安全神話 が幅 を利 か していた時代であ り、被告国も過酷

事故対策 は電力会社 の 自主性 に任せていた無責任 な時代である。

その よ うな弛緩 した雰囲気 の中で、上記 6.8%と い う極 めて

高い と言 つて よい破損確率 の数字が、実は報告 されていた訳であ
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る。

従 って、被告国が言 うよ うに、「本件施設 において も、被告会社

は、国内外 における実験的研究 と専門家 による物理現象 に関す る

分析 によ り、原子炉圧力容器 内での水蒸気爆発 によって、格納容

器破 損 に至 る可能性は極 めて低い と評価 し、原子力規制委員会 も

発生確率が極 めて低い と認 め られ ると判断 している」とは、到底、

言 えないのであって、 「水蒸気爆発 による格納容器破損が必ず想

定 され る事故 シーケンスである とす る科学的な根拠 に乏 しい」 と

い う被告国の主張こそ明 らかに誤 りである。

第 6 大規模損壊封策 (放射性物質の拡散抑制に係る封策)に 関する被告

国の反論部分について

1 同 1(設置許可基準規則 55条の解釈)について

は)被告国の主張

被告国は、 「設置許可基準規則 55条は、極限状態において、放

射性物質の拡散を可能な限り抑制 しようとする影響緩和策」である

ところ、 「降雨時には、大気中の微粒子と水滴との付着作用等によ

り湿性沈着が起こり、地上に降下することはよく矢口られているとこ

ろ (乙 口第 182号証)、 微粒子状の放射性物質についても、水滴と

の付着作用等により、放射性物質が除去される湿性沈着があり、雨

量と比べて多量の水量が確保できる放水砲等の放水設備により、拡

散が抑制されるのであって、一定の効果が期待できる」ことから、

原告 ら準備書面 65。 第 6の 2及び 3似)(110～ 115頁 )の

「大規模損壊における対策は、炉心の著しい損傷や格納容器の破損

などを『緩和』するための対策や、放射性物質の放出を『低減』す

るための姑策を要求するにとどまり、放射性物質が放出されること
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を許容するものである (設置許可基準規則 55条及び同規則の解釈

55条 〔乙口第 169号 証 116ページ〕)か ら、不合理であ り、

工場等外に放出された放射性物質の拡散抑制に放水砲は全く効果的

ではない」という主張は、 「設置許可基準規則 55条が極限状態を

想定 した場合の影響緩和策 として位置づけられていることを正解 し

ないものである」と反論 している (被告国の準備書面 (17)・ 3

3～ 34頁の第 6・ 1)。

似)原告 らの反論 (被告国の反論は具体的根拠を一切提示 しないま

ま、ただ単に「一定の効果が期待できる」 とい う空疎で抽象的な

主張だけであり、反論た り得ていないこと)

ア  「重大事故時に大量に放出される希ガスは水では捕捉できな

いこと」に紺し、被告国は、何の反論もしていないこと (反論

ができないこと)

原告らは、準備書面 65。 115頁 において、「重大事故時に

は大量の希ガスが放出されるが、希ガスは水では捕捉できない」

ことを主張 した。

これに対 し、被告国は、「原告らの上記主張は誤 りであつて、

『希ガスは水で捕提できる』」といつた反論は勿論 しておらず

(そ の反論は誤 りであるから)、 原告らの上記主張に対 して何の

反論もしていない。

イ 被告国は、自らの主張を客観的に裏付ける実証データを一切

提示 していないこと (提示出来ないこと)

同様に、原告らは、準備書面 65・ 115買 において、「よう素、

セシウムその他の放射性核種に関しての放水砲による捕集の実証

試験及び取得データは、審査資料を調べたかぎりでは、何も示 さ

れていない」ことを指摘 し、「もし、実証データがあるのならば、
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被告国は、その試 験条件 と捕集デー タ (除染効率な ど)を 提示すべ

きである。」 と主張 した。

しか し、被告 国は、 この主張に対 して も、何 ら具体的な反論 は

していない。

結局、被告国は、何 ら実証データを示す こ とな く、「放射性物質」

とい う抽象的な表現 を用いて、ただ単に「放水砲等の放水設備 は、

放射性物質の拡散抑制 に一定の効果 を有す る」 (被告国の準備書

面 (17)・ 33～ 34買 )と いつた、客観 的根拠・デー タに基づ

かない空疎な反論 を繰 り返 しているだけである。

ウ 滝谷紘一氏の指摘 (甲 A289・ 7頁 )

上記ア・イで述べた ことに関 して、滝谷紘一氏は、2019年 2月

17日 付意見書 (甲 A234)に おいて、「被告国は、放水砲 によ り

水 を噴霧 し、放射性 プルームに含 まれ る微粒子状の放射性物質 に

水滴 を衝突 させ て捕集す るとしてい るが、気体の放射性希ガスを

捕捉す ることは原理的にできない し、 よ う素、セ シウムその他 の

放射性核種 に関 しての放水砲 による捕集 の実証試験及び取得デー

タは、審査資料 を調べたかぎ りでは、何 も示 されていない」 こと

や、 「放射性物質 は 目に見 えないので、放射性物質が出て くる原

子炉建屋 の箇所 を現場 で特定す ることは困難である し、また、大

型 の建造物 に対 して放水砲 でカバーできる噴霧範囲はごく一部で

あり、例えて言えば、『大火災に対 して水鉄砲で立ち向か う』の類

である」ことから、「大規模損壊時において、『放水砲が放射性物

質の拡散抑制に係 る対策 として効果的である』 とする被告国の主

張は、科学的根拠のない誇大表現であると言わざるをえない。」

と指摘され、「もし、実証データがあるのならば、その試験条件 と

捕集データ (除 染効率など)の提示を被告国に求める。」と主張さ
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れていたが (甲 A234・ 11買 )、 今般の 2021年 9月 18日 付意

見書 (甲 A289)で は、「しかしながら、今に至るも、被告国及

び九州電力は、上記反論で述べている『一定の効果』について、実

証試験等に基づいて具体的、定量的に示すことができておらず、

『放水砲等の放水設備による拡散抑制効果は不定、不明』である

とするべきである。」と指摘されている (甲 A289・ 7頁 )。

そして、被告国の準備書面 (17)に おける反論に対 しては、滝

谷紘一氏は、「火災における炎や煙 とは違って、大気中に出てくる

放射性物質は無色のガス、あるいは微粒子であつて、人の目で見

ることはできず、大型の建物構築物である原子炉建物のどこから

大気中に出ているのか、その場所の特定が壱だ困難であるから、

一点集中型の放水砲による放射能拡散の抑制効果にはまつたく期

待できない」ことを指摘された うえで、「被告国の反論は、具体的

な根拠を何も提示 しないまま、『一定の効果が期待できる』とい う

空疎な主張だけであり、反論た り得ていない。」と結論 されている

(甲 A289・ 7頁 )。

13)筒井哲郎氏の指摘を踏まえた原告 らの反論

以下では、筒井哲郎氏の意見書 (甲 A290)に 基づいて、上記

(1)の 被告国の主張に対する反論を行 う。

ア 重大事故時には、作業員は、生命・健康を脅かす高い放射線環

境下での屋外重労働を強いられること

地震、津波、火山噴火 といった自然災害であれ、故意による航

空機の落下等 といつたテロによるものであれ、いつたん原発が重

大事故に陥った場合には、現場で重大事故に対処する労働者は、

過酷な被ぼく労働を強いられることになる。

しかしながら、重大事故時の対策をあらかじめ規定 して、それ
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を'E久設備 として組み込むことができず、およその要求事項を想

定して可搬設備を準備 しておいて、それ らを状況に応 じて臨機応

変に使用せよという方策 しか取ることが出来ない。

予め設置する可搬設備を図示 したものが次の図 6で あるが、こ

れは、原子炉内の冷去‖機能を失つた場合に炉心溶融を継続するた

めに、非常用電源車やポンプ車を用意 しておいて、それ らを適宜

接続 して、機能喪失を補 うとい う主旨である。

大容量空冷式発電機(常翻

常設電動注入ポンプ

高圧発電機車等醐翻

放水砲(可紛

充填ポンプ(自己冷却駄 常設)

醜 )

原`子炉下部
キャビティ

海水 ディーゼル注入ポンプ何搬)

図6 過酷事故対策の設備事例 (PWR)

そ して、それ ら可搬設備 での作業が非常時に円滑に行 われ るよ

うに、現場では訓練が行 われてい る。

しか し、 ここで見落 としてはい けない深刻 な問題 は、重大事故

時に、作業員等労働者 は、生命・健康 を脅かす高い放射線環境下

での屋外重労働 を強い られ る とい う点である (甲 A290・ 35

頁 )。
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イ 致死量の被 ば くを覚悟 しなければな らない現場作業員 は、 自ら

の生命 a健康 を犠牲 に して、労働安全衛生法第 25条等 に違反す

る屋外重労働 を強い られ ること

(ア)筒 井哲郎氏が指摘 されてい るように、福 島第一原発事故で実

際に起 こった ことは、原発 で重大事故 が発生 した ときには、 日

本 のあ らゆる労働現場 で労働者保護 のために当然のこととして

順守 されてい る労働法の各種規定が守 られ ない (守 ることが出

来ない)と い う実態である。

(イ)即 ち、福 島第一原発事故以前には、事故 な どの緊急作業時の

被 ぼ く線量限度 は、 1 0 0mSvと 定め られていた。

ところが、福 島第一原発事故の発生 とともに、緊急作業時の限

店 が 2 5 0 mSvと 一 官 に 2. 5 桂 イこ
百LIキ 上 ルギ らカ た

東京電力の報告によれば、福島第一原発事故において、被ぼく

量が 1 0 0 mSvを 超えた作業員は 174人 、2 5 0 mSvを超え

た作業員 も6人に上 り、もつとも高い放射線量を浴びたのは運

転員 (当 時 30代 )で 6 7 8 mSv、 内部被ばく線量も5 4 0 mSv

であったとい う。

こうした被ばくによつて白血病などのガンを発症 し、労災と

認められたケースは 6人であり、内訳は、自血病が 3人 、甲状腺

がんが 2人、肺がんが 1人 であつた (甲 A290015頁 )。

(ウ)こ のように、核物質を扱 う原発施設が過酷事故に陥つた場合

には、その現場に残つて作業する人々は、致死量の被ぼくを覚

悟 しなければならない。

では、そのような致死量の被ばく覚悟の重労働を要求したり、

あるいは、労働契約を結んだ りすることが、わが国において、現

実的に可能であろうか。
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それは、労働基準法第 15条 (労働条件 の明示 )、 労働安全衛

生法第 20条 (危険防止 に必要な措置 を講 じる義務 )、 22条 (健

康障害防止に必要な措置 を講 じる義務 )、 25条 、 29条 (元方

事業者 の講ずべ き措置等)な どに違反す ると考 える。

特 に、労働安全衛生法第 25条 は、「事業者 は、労働 災害発生

の急迫 した危険がある ときは、直ちに作業 を中止 し、労働者 を作

業場 か ら退避 させ る等必要な措置 を講 じなけれ ばな らない」 と

規定 してお り、それ を補完す る通達 (昭 47.9,18基 発第 6

02号)に は、「本条は事業者の義務 として、災害発生の緊急時

において、労働者 を退避 させ るべ きことを規定 した ものである

が、客観的に労働災害 の発生が差 し迫 ってい るときには、事業者

の措置 を待つまで もな く、労働者 は、緊急避難 のため、その 自主

的判 断によつて当然 その作業場か ら退避 できることは、法の規

定 をまつまでもない こと」 (下線は原告 ら訴訟代理人 )と 明記 さ

れている。

即 ち、原発が過酷事故 に陥った場合 に屋外で作業す る人々は、

致死量の被 ば くを覚悟 しなければな らないが、 このよ うな過酷

事故への対処方法は、明 らかに労働安全衛生法第 25条等 に違

反 してお り、正常な労働契約 に基づ く適法 な業務 とは言 えない

違法 なものであって、この意味において、原子炉施設は正常な産

業施設 として運営す ることが不可能なものである (甲 A290・

15頁 )。

ウ 放水砲 は機能 しない こと (空 中の放射性物質 を捕捉す ることは

期待 できない こと)

(ア)過酷事故対策用の放水砲の説明

被告九州電力の過酷事故時対策の説明には、次の図 7の よ う
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に、破損 した格納容器 か ら流 出す るプルーム (気流)を大型放

水砲 か ら発射す る水流で洗って放射性物質 を捕捉 し、敷地の外

へ流 出す ることを防止す る、 とい う説 明がある。

格納容器

→

図7.放水砲によるプルームの洗浄

出典 :「 九州電力の更なる安全性。信頼性向上への取り組みについて」p.9

https://www.jsmeior.jp/pes/Research/A― TS08-08/03/10kyuden.pdf

図 7の放水砲 の形状 を、消防機器 メーカーである YONE社 のカ

タログで見 ると、次 の図 8の よ うなものであ り、また、放水状況

は、次の図 9の よ うである (甲 A290・ 39頁 )。

(9)移動武大容量
～

プ車、放水砲
ltよる波水

(海中カー,ンにより、旗射性物資の拡散を抑常il)

(9〉シJ♭トフェンス

蕪気発生器

図

:親るこ要宗
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PM48P/PME10p大容量放水銃

国内最大級、

20r000r‐ゴ40′ 000L/M in泡 放射声ヽす

応モデル

図 8.放水砲の形状 出典 :YONE社力タログ

図9.放水状況   出典 :YONE社カタログ

放水砲の仕様 は、図 8の PM-8Pを採用 した場合、次の よ うにな る。

放水量 : 2万 リッ トル/分 =1、 200ポ /h=0,333だ /s

ホース接続 口 : 呼び 300m m

ノズル接続 口 : 呼び 150～ 200m m

寸法/重 量 : 1、 700x4、 000x2、 300 / 2.7t
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(イ)放水砲 の手動操作の過酷 な負担

この放水砲 は、すべて手動操作である。

日に見 えない放射能が漏れてい る非常時の現場 での作業員

は、下記 に示す よ うな過酷 な肉体労働 を強い られ ることはい

うまで もない。

① 放水砲には自走機能がついていないので、瓦礫が飛散 し

ている構内を、2.7ト ン (図 8の PM-8Pを 採用 した場合)の

台車を牽引して移動する必要がある。

② 呼び径 300m mの ホースは重量が大きく、接続に数人の人

手を要する。

③ 放水時のノズルの操作は、手動による。

(ウ)水流が放射性物質を捕捉することは期待できないこと

もつとも本質的な疑問として、この種の放水砲から発射 さ

れた水流が、空気中を浮遊する放射性物質を捕捉できるか、と

いう問題がある。

a まず、プルーム (気流)は 3次元に拡散 していくが、水流は

1次 元の棒状であり、水流を扇状に広げることは、ノズルの機

能上できるが、その場合は到達距離が格納容器の高さまで届

かメ委ヤヽ。

さらに、夜間の見通 しが悪い場合は、運転者がプルームを視

認することができず、このことだけで、放水砲をプルーム洗浄

に使用することは無意味である。即ち、水流とプルームが接触

する割合がきわめて小さく、ほとんど放射性微粒子の捕捉は

期待できない (甲 A290・ 40頁 )。

b 次に、重大事故時に格納容器から大気中へ流出するプルー

ムの中には、気体の放射性希ガス (ク リプ トン 85、 キセノン
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133な ど)が あるが、希ガスはまず捕捉できない (希ガスは化

学的に極 めて不活性 で化合 しに くく、フィル ター等で も除去

できないため、外部 に放 出 している。)。

c さらに、固体の放射性微粒子が水流 と交わつた場合 を考 え

てみ ると、水流はノズル径 が 200m mの 場合、初 出速度約 11

m/sで 飛び出すが、水流が周辺大気 中のプルーム内に浮遊す

る微粒子 と接触す るのは、流速 を失つて細かい水滴 として浮

遊す るよ うになってか らである。

その後、化学的親和性 (水溶性 )の ある粒子が水滴 と一体化

す ることになるが、微粒子 も、水滴 も、周囲に空気層 を同伴 し

てい るか ら、空気 中で一体化す るには一定の時間経過 を要す

る。

d 以上 の よ うな経過 を考 えると、放水砲 に よるプルーム洗浄

は、放射性物質 を速やか に捕捉 して原発敷地 内に落 とす こと

は、ほ とん ど期待できない (甲 A290・ 40頁 )。

そ もそ も、この種の放水砲が開発 されたのは、全 く原理的に

違 うことをめざした ものである。即ち、大容量のオイル タンク

で火災が発生 した場合 に、その液面に泡消火液 を大量に注入

して、石油の表面を泡消火液で覆い、液面 を空気か ら遮断す る

ことを 目的 としたものであって、原発の重大事故時 において、

空 中を浮遊す る粒子状 の ものを接触捕捉 しよ うとい う、それ

こそ「空 をつかむ」よ うな不確定なことを 目指 したのではない

(甲 A290・ 40頁 )。

工 格納容器 スプ レイによる除去効果 と、格納容器外 での放水砲 に

よる除去 は原理的に全 く違 うこと

(ア)格納容器 スプ レイによる除去効果
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原子炉格納容器 内では、事故時には、格納容器 スプ レイ水で水

をまいて容器 内部の冷却 をす るときに、同時に、浮遊 してい る核

分裂生成物 (放射性物質 )を 除去す る効果が期待 されている (甲

A290・ 43買 の注 10参照 )。

しか し、格納容器 スプ レイは、格納容器 内の圧力温度の低減装

置 として格納容器 の破壊 を防 ぐための仕組 みであ り、 この除去

効果 は、放射性物質 の濃度やスプ レイの粒径 な どによ り左右 さ

れ ることな どか ら、あ くまで二次的な効果 (冷却 が主 目的であ

り、放射性物質の除去は副次的)である。

しか も、原子炉格納容器 内 とい う閉 じた容器 の中に浮遊 して

い る高濃度 の放射性物質 を対象 に してい る。

(イ)格納容器外での放水砲 による除去の問題 点

下 記 の図 7を 見 ると、 3本の矢印 (煙 ?放 射性物質は 目に見

えない。)が格納容器 の中か ら外部へ出てお り、そ こに向けて放

水砲 による放水がな されているが、これは、極 めて誤解 を与 える

図である。

即 ち、原子炉建屋 (格納容器 )の 一部が、放水砲 の傍か ら目視

できる程 の大きな破損 を してい る場合で、しか も、それが天気 の

良い昼間であれば、そ こに向けて ピンポイ ン トの放水 をす る と

い うことも一応理解 し得 る。
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格納容器

→

凡例 .   :規 競要求

しかし、原子炉建屋 (格納容器)の傍の地上からは目視できな

い場所にある破損、あるいは、日視できる場所であっても、破損

が小さく、日視では判断がつかない小さな破損の場合には、図 7

のようなピンポイン トの放水は出来ない。

ましてや、日が沈んだ夜間の場合には、なおさらである。

しかも、設置許可基準規則の解釈 55条の 1の d)は「放水設

備は、複数の発電用原子炉施設基数の半数以上を配備すること」

としているから、2つ の原子炉施設がある川内原発であれば、放

水砲は 1台 あればよいことになるが、破損が複数箇所に及んで

いる場合には、もはや 1台 では対応できず、放射性物質が原子炉

建屋 (格納容器)外に拡散することを、効果的に抑制することは

出来ない。

即ち、筒井哲郎氏が正当に指摘されているように、「直径が約

40m、 高さが 80m近 い、大きな ドーム型格納容器のどこか

ら、日に見えない放射性物質が漏えいしているのか、全 く分から
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ない状況であ り、しか も、漏 えい した放射性物質は瞬時に大気 中

に拡散 して しま う」ことか ら、「これ ほ ど大きな容器 か ら、 日に

見 えない放射性物質が、どこか ら、どれだけ外に漏 えい してい る

か も分か らない状態 において、先の図 7の よ うに、やみ くもに放

水 してもほ とん ど効果がないことは、明 らかである。」(甲 A29

0・ 43頁 )。

結局、「放水砲 が多少 な りとも役 に立つのは、格納容器 を外部

か ら冷却す る効果であろ うが、しか し、それ も非常 に限定的」で

あ り、「タンクの液面の上に発泡消火液 を供給す ることと、空気

中を浮遊 して行 くプルー ム内の微粉 を捕捉す ることは、原理的

にまった く違 うことである」か ら、「その違いを無視 して、原発

の重大事故対処施設 として、この方法を採用 したことは、目的を

達成す ることが望めない」のであって (甲 A290・ 43買 )、

滝谷紘一が指摘 されていた よ うに、「被告 国の反論 は、具体的な

根拠 を何 も提示 しないまま、『 一定の効果 が期待できる』 とい う

空疎 な主張だけであ り、反論た り得ていない」 (甲 A289・ 7

頁 )。

2 同 2(シ ル トフェンスで放射性物質の拡散 を抑制できるか)につ

いて

(1}被告国の主張

被告国は、「シル トフェンスに一定の効果があることについては、

福島第一事故においても実証 されている (乙 口第 183号 証 2ペー

ジ)」 と主張し、また、 「放水によつて地上に落下した放射性物質

を含んだ水は、海洋への拡散を抑制するシル トフェンス等によつて

拡散を抑制することができる」と主張して、「シル トフェンスは放

射性物質の拡散を抑制することはできないし、放水による姑策は飯

73



舘村の例を踏まえていないとする原告 らの主張は、シル トフェンス

の有効性や放水砲による放水は原子炉施設外への放射性物質の拡

散を抑制するものであることを正解 しないものである」と主張する

(被告国の準備書面 (17)・ 35頁の 2)。

似}原告らの反論

ア  「シル トフェンスに一定の効果があること」について、実証さ

れてはいないこと

まず、被告国は、「シル トフェンスに一定の効果があることにつ

いては、福島第一事故においても実証されている (乙 口第 183号

証 2ページ)」 と主張する (国 の準備書面 (17)・ 35頁 の 2121ア )。

しかし、被告国が、「実証されている」ことの証拠として引用す

る乙口第 183号 証は、東京電カホールディングス株式会社の「タ

ービン建屋東側における地下水及び海水中の放射性物質濃度の状

況について」であるが、その 2買 は、「モニタリング結果の概要」

として、「港湾内外の海水濃度」について、「港湾内では大雨時に

上昇が見られるが、港湾外では変化は見 られず告示濃度未満で推

移 している。」と述べ、その理由につき、「道路 。排水路の清掃、フ

ェーシング、海側遮水壁閉合、取水路開渠出口へのシル トフェン

ス設置等の対策 の効果によるものと考えられる。」 (下線は原告 ら

訴訟代理人)と 述べるにとどまっている。

即ち、理由について述べた 1文 は、① 「道路・排水路の清掃」、

②「フェーシング」、③「海側遮水壁閉合」という3つ の対策と共

に、④「取水路渠出口へのシル トフェンス設置」を並列的にあげ、

更にその後に「等」という語句を付加 したうえで、①ないし④「等

の対策の効果によるもの」(で ある)と いうような断定的な記載は

しておらず、その後に「と考えられる。」という作成者の考えを示

74



す記載で終わってい る。

しかも、乙口第 183号 証は、本文が 1頁か ら29頁 までの「タ

ー ビン建屋東側 にお ける地下水及び海水 中の放射性物質濃度の状

況 について」 とい う東京電カホールデ ィングス株式会社作成の資

料であるが、 2頁の上記 1文以外 には、どこにも、「シル トフェン

スに一定の効果があること」についての実証デー タは掲載 されて

いない (実証デー タがないか らこそ、作成者 である東京電カホー

ルデ ィングス株式会社 は、「と考 え られ る。」 とい う表現 を した も

の と考え られ る。)。

そもそ も、シル トフェンスには、原子炉施設の放射性廃棄物設

備 に設置 され る微粒子 フィル タの よ うな有意 な拡散抑制効果は期

待できない ことか ら、試験 も行 われていない と推測 され るのであ

って、実際、シル トフェンスによる放射性物質拡散抑制の試験デ

ータは、福 島第一原発 において も、また、他 の原発 において も、何

ら取得 されていない。

従つて、上記資料における 「港湾内外の海水濃度」が告示濃度

未満で推移 している状態は、④のシル トフェンス以外の諸対策に

よる放射性汚染物質の流入抑制によるものと考えられるのであつ

て (少 なくとも、上記 1文の記載だけで、「シル トフェンスに一定

の効果があること」について、「実証された」とはいえない。)、 上

記 1文だけでは、シル トフェンス設置による放射性物質拡散抑制

効果の定量的説明には何 らなっていない (甲 A28908頁 )。

イ ンル トフェンスで水に捕集 された 目に見えない規模の微小な

放射性物質の拡散を抑制することができるはずがないこと (被告

国の主張の誤 り)

しかも、福島第一原発では、湾外への放射性物質の流出が続き、
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海洋 に生息す る魚介類 に放射能汚染が生 じてい る事実が存在す る

のであつて (甲 A289・ 11～ 12頁に引用 され てい る 201

3年 9月 16日 の毎 日新 聞の記事 「シル トフェンスで汚染水 を防

げるの ?」 参照 )、 「放水後の水が海洋 に拡散す る事態 に対 して

は、あ らか じめシル トフェンス等 の設備 を整備す ることによ り、

海洋への拡散 を抑制 し、工場等外への放射性物質 の拡散 を抑制す

ること」ができているとは、到底、言 えない。

そ もそ も、シル トフェンスは、「汚濁水のシル ト (砂 よ りは細か

いが、粘 土 よ りは荒い沈積 土)の拡散 を防止す るこ とを 目的に し

た化学繊維製 の水 中カーテ ンであ り、水 に捕集 され た 目に見えな

い規模 の微小 な放射性物質 の拡散 を抑制す ることはできない」(甲

A289。 9頁 )の であつて、しか も、福 島第一原発 での最大のフ

ェンスは横 180メ ー トル 、縦 10メ ー トルで、水深 5～ 7メ ー

トルの海域 に設置 されてい るが、ただ し、つり下げタイプであり、

海 底 で 固定 され て はお らず 、 さ らに、資材 を運ぶ 船 を通す た め、

10日 に 1回程度は 30～ 40分 間、フェンスが開け られ ること

になっている (甲 A289・ 11～ 12頁 に引用 され てい る 20

13年 9月 16日 の毎 日新 聞の記事 「シル トフェンスで汚染水 を

防げるの ?」 。下線は原告 ら訴訟代理人 )。

そ こで、毎 日新聞は、メーカー も、「汚染水 の拡散防止 を 目的に

作 られてお らず、効果は判 断で きない」と話 してお り、専門家 も。

「海水で汚染水が希釈 (き しゃ く)さ れただけ」 と指摘 している

ことを伝 えてい る (甲 A289・ 11～ 12頁 に引用 されている

2013年 9月 16日 の毎 日新 聞の記事 「シル トフェンスで汚染

水 を防げるの ?」 )。

従 って、被告国が、「シル トフェンスに一定の効果 がある」と反
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論するのであれば、この点 (シル トフェンスは水に捕集 された目

に見えない規模の微小な放射性物質の拡散を抑制することはでき

ないこと)に 関して、科学的根拠 。データをふまえた反論をすべ

きである。

しかし、被告国は、そのような反論が、一切、出来ていない。

以上のことから、「シル トフェンスに一定の効果があることにつ

いては、福島第一事故においても実証されている (乙 口第 183号

証 2ページ)」 とい う国の主張は明らかに誤 りである。

【参考 :シル トフェンスの事例】 (甲 A289010頁 以下)

【OGシルトフエンス】は、海洋土木工事における埋立・浚渫工事、河川工事などにより発生する土砂

やヘドロ、シルト(遊泥)の 汚濁水を遮断して、長期にわたる自然環境を維持する汚濁水拡散防止フェン

スです。

フロート
伊独 Jぺしト

璽 X

カーrン 部 ,ト
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特  長

1.高 強度

フロート部・カーテン部のキャンバス材料には、耐侯性・耐薬品性に優れた高強度ポリエステル繊維を使

用しています。

また、フロート部の浮力体には独立発砲スチロール成形品で円筒形状のものを使用し、外側には耐紫外

線性・耐油性を加味した、高強度のポリエステルターポリンを使用しています。

2.現場に合つた設計

現場の海洋条件、気象条件のデータをもとに、キャンバスの強さやフロードの浮力など、詳しい仕様をそ

の都度設計・製作いたします。

用 途

港湾・埋立土木工事での海上汚濁防止/工場排水による汚染拡散防止/

航路浚渫工事による海水汚染防止/海洋および河川の各種工事における汚濁水拡散防止

【毎日新聞「シル トフェンスで汚染水を防げるの ?」 2013年 9月 16日

掲載】
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|あ 衡 こた II‐ぢちあ ε~ン 弥 り し ェ ノ ク ■聾

ンルトフェンスで
汚染水を防げるの?

東電「一定の効果」、専門家は疑聞

督
悪

(1

なるほ ドリ 東京電力福島第 1原発の

巧染水問題が深刻だね。委捨蟄圭首相は

「港湾ぬの0.3平方寺口は完全にプロツク

されている」と言つていたtサ ど、本堂 ?

認者 港湾内には、汚染水の拡散を防

争ために「シ,レ トフエンスJと呼ばれる水

障カーテンが設置されています。発富は、

子の効果を踏まえたものと思われます。
IQ そんなに効果があるの ?

:A フエンスの内側の海水からはトリ

|ウムが最大 Ir薄当たり4700脇、セシウ

ムは136撹検出されています。一方、フ

ェンス外の港湾肉では トリチウムが340

財、センウムは13.9孫に減つています。
―

港湾の入り口では、放射性物質を取り込

んだ魚がタトに出ないよう網が設置されて

いるだけですが、その付近の トリチウム

は68銘、セシウムはS.8協でした。東露

はこの数値から『一定の効果はある」と

説明しています。          |
Q どんなカーテンなの?
A「シルト」とま地質学で砂より親

(以 下は、上記末尾以降の記事の転記 )

Qどんなカーテンなの?

A「シルト」は地質学で砂より細かく、粘土 (ねんど)よ り粗 (あ ら)い粒子を意味します。本来

の目的は、港湾や河川、湖で土木工事をする時、泥 (どろ)や砂などの粒子が舞つて水が汚濁

(おだく)するのを防ぐことです。粒子がカーテンにぶつかって海底に沈む仕組みになつていま

す。材質は厚さ0_5～ 08ミリのポリエステルなどの合成繊維 (ごうせいせんい)で 、浮きで垂ら

すタイプと、水底に突き立てるタイプがあります。福島原発で最大のフェンスは横 180メートル、

縦10メートルで、水深5～ 7メートルの海域に設置されています。ただ、つり下げタイプで、海底

では固定されていません。おまけに資材を運ぶ船を通すため、10日 に1回 程度、30～ 40分 間

開けられます。

Q何 だか心配だなあ。

ク主界乙〕恐ド
・
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Aメーカーは「汚染水の拡散防止を目的に作られておらず、効果は判断できない」と話し、

専門家も『海水で汚染水が希釈 (き しゃく)されただけ」と指摘しています。現在も、1日 300ト ン

の汚染水が2号機の護岸 (ごがん)か ら流出していると試算されています。フェンスは、事故直

後の2011年 4月 に設置されましたが、汚染水を発生させない対策が急務です。

以  上
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